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総務委員会会議録 

 

令和５年３月１５日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時１６分閉議（実時間２３９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第５号・令和４年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第８号・令和５年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第１４号・令和５年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

１．議案第２１号・財産の処分について 

１．議案第２２号・熊本県市町村総合事務組

合の共同処理する事務の変更及び規約の

一部変更について 

１．議案第２６号・八代市職員の服務の宣誓に

関する条例の一部改正について 

１．議案第２７号・八代市庁舎建設基金条例

の廃止について 

１．議案第２８号・八代市公平委員会の委員

の服務の宣誓に関する条例の一部改正に

ついて 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （令和５年度組織機構再編の概要） 

 （坂本地域におけるケーブルテレビインター

ネットサービスの終了方針について） 

 （八代市ケーブルテレビ事業の今後の方針に

ついて） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  橋 本 貴 喜 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       野々口 正 治 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  財政課長      續   良 彦 君 

  財産経営課長    山 本 浩 司 君 

 総務企画部長     稲 本 俊 一 君 

  総務企画部次長   廣 兼 和 久 君 
 
  デジタル推進課長 
            鋤 田 敦 信 君 
  （政策審議監担当兼務） 
 

  危機管理課長    松 本 康 祐 君 
 
  危機管理課 
            水 本 慎 吾 君 
  主幹兼防災係長 
 
 
  危機管理課主幹 
            小 林 和 也 君 
  兼危機管理係長 
 

 市長公室長      佐 藤 圭 太 君 

  人事課長補佐    元 村 純 子 君 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 
 
  市民活動政策課長 
            吉 井 光 博 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

 建設部 

  新庁舎建設課長   豊 田 浩市郎 君 

部局外 
 
 選挙管理委員会事務局長 
            西 村 一 章 君 
 （公平委員会事務局長併任） 
 

 議会事務局長     遠 山 光 徳 君 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 
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○記録担当書記     緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。な

お、令和２年７月豪雨に関連する予算、事件、

条例案等につきましては、特別委員会に付託と

なりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、 初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１号・令和４年度八代市一般会

計補正予算・第１３号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第２款・総務

費、第１１款・公債費、第１２款・諸支出金に

ついて、財務部から説明を願います。 

○財務部長（野々口正治君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）財務部の野々口でございます。本日は

大変お世話になります。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きまして、総務委員会審査案件に沿って、御説

明をさせていただきます。 

 まず、予算議案につきましては、一般会計の

歳入全体及び歳出の総務費とその他関係分につ

いて岩瀬財務部次長が、議会費を増田議会事務

局次長が、消防費を廣兼総務企画部次長がそれ

ぞれ説明をいたします。 

 また、ケーブルテレビ事業特別会計につきま

しては、鋤田デジタル推進課長が説明をいたし

ます。 

 次に、事件議案の第２１号と２２号及び条例

議案の第２６号から２８号の合わせて５議案に

つきましては、それぞれの担当課長が説明をい

たします。本日もどうぞよろしくお願いをいた

します。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明を

いたします。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

１号・令和４年度八代市一般会計補正予算・第

１３号をお願いいたします。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１９億５０７０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７

１２億８９９０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で地方債の補正をお願いしておりますが、内容

につきましては、４ページから９ページにかけ

て記載した表で説明いたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 まず、第２表、繰越明許費補正でございます

が、本年度内の完了が見込めない事業につい

て、繰越明許費の設定を行っております。 

 １、追加として、上段の款２・総務費から項

１・総務管理費のうち、市庁舎管理運営事業

（千丁支所）６５万１０００円は、キュービク

ルの電気工事において、新型コロナの影響によ

り資材調達が困難となったため、また、次の新

型コロナウイルス感染症対策事業（生活交通確

保維持）１６００万円は、新型コロナの影響に

加え、原油価格高騰の影響下、交通事業者に対

する経営支援について、タクシーチケット及び

高速バス運賃割引の事業期間を、令和５年４月

から９月末まで予定することから、それぞれ繰

り越すものでございます。 
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 次の款３・民生費のうち、項１・社会福祉費

の地域介護・福祉空間整備等交付金事業１５４

０万円は、地域密着型特別養護老人ホーム１施

設が設置する非常用電源装置が、新型コロナの

影響により資材調達が困難となったため。 

 次の項２・児童福祉費のうち、熊本県低所得

の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業５２

５７万９０００円は、物価高騰の影響が大きい

低所得の子育て世帯を支援する県独自の支援と

して、児童扶養手当支給世帯等の低所得の独り

親世帯等を対象として、給付に要する経費につ

いて。その次、八代市低所得の子育て世帯生活

支援特別給付金給付事業（重点交付金）２１５

０万円は、ただいま申しました県の支援に合わ

せて、八代市独自で加算して給付する経費で、

いずれも年度内支給が困難となったこと。次の

放課後子ども環境整備事業２１７９万５０００

円は、放課後児童クラブが実施する施設整備に

ついて、設計、入札、契約事務の遅れにより、

年度内完了が困難となったため。 

 次の項３・生活保護費の生活保護事業５５万

円は、医療扶助に係るレセプト管理システムに

ついて、国からのデータ連携に関する仕様の提

示が令和５年４月以降になることから、それぞ

れ繰り越すものでございます。 

 ５ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費のうち、

農産関係一般事務事業１９万５０００円は、食

肉センター跡地の抵当権抹消登記に時間を要し

ていることから、次の農地利用効率化等支援交

付金事業４１９万７０００円は、地域が目指す

べき集約化に重点を置いた農地利用に向け、生

産の効率化に取り組む２経営体の融資残の一部

を補助するもので、年度内の導入が困難である

ため。次の新規就農者育成総合対策事業１３０

３万７０００円は、事業実施中の６経営体のう

ち２経営体が、世界的な半導体不足により部品

供給が滞り、年度内完了が困難となったため。

次の肥料価格高騰対策事業（重点交付金）７９

９７万４０００円は、補助金の算定に使用する

春肥分の価格高騰率の発表が今月予定となり、

年度内完了が困難となったため。次の国営造成

施設管理体制整備促進事業１０８万５０００円

は、農業水利施設の維持管理費において、省エ

ネに取り組む八代平野北部土地改良区など５事

業者への省エネルギー化推進対策補助金に係る

経費について、年度内支給が困難となったた

め。次の非補助土地改良融資事業６０１万９０

００円は、入札不調や材料の需要の高まりなど

により、年度内完了が困難となったため。次の

地籍調査事業１億２７０４万円は、国の２次補

正予算に伴い、令和５年度実施予定を一部前倒

しして行う経費全額について、それぞれ繰り越

すものでございます。 

 次の款６・項１・商工費の宿泊・入浴施設等

物価高騰対策支援金支給事業（重点交付金）４

６００万円は、コロナ禍における原油価格や電

気ガス料金等の高騰の影響が大きい宿泊・入浴

施設等の事業者に対し、安定的な事業運営を支

援するための経費について、年度内支給開始が

困難であることから、全額を繰り越すものでご

ざいます。 

 ６ページをお願いします。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費の、道路維

持事業５５８７万８０００円及び次の、橋梁長

寿命化修繕事業１７５４万４０００円は、国の

２次補正予算及び国交省との協議に日数を要し

たことに伴い、年度内完了が困難であるため、

繰り越すものでございます。 

 次の項３・河川費のうち、市内一円河川改修

事業４３５万５０００円は、関連する県工事の

遅れにより、年度内の完了が困難となったこ

と。また、次の輪中堤内水対策整備事業（豪雨

災害）１５８０万円は、国が実施する事業への

対応など、国との協議に日数を要したため、年

度内の完了が困難となったことから、それぞれ
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繰り越すものでございます。 

 次の項５・都市計画費のうち、都市計画法関

係事務事業１７００万円は、用途地域見直しに

おける県の指示により、将来交通量解析作業に

日数を要したため、年度内の完了が困難となっ

たこと、次のすまいの安全確保支援事業（豪雨

災害）１６５０万円は、申請者の一部で住宅資

材調達の遅れが生じているため、年度内の完了

が困難となったこと、次の西片西宮線道路整備

事業３５８５万８０００円は、国の２次補正予

算に伴い、令和５年度実施予定を一部前倒しし

て行う経費について、次の八千把地区土地区画

整理事業３５７４万円は、移転補償契約相手方

の都合により、年度内の支払いが困難となった

ことから、それぞれ繰り越すものでございま

す。 

 次の項６・住宅費の公営住宅ストック総合改

善事業６３２万７０００円は、住生活基本計画

策定において、コロナ禍等における社会情勢の

変化に対応する内容とするための意見調整等に

日数を要し、年度内完了が困難となったことか

ら、繰り越すものでございます。 

 ７ページをお願いします。 

 款８・項１・消防費の坂本地区防災拠点整備

事業１１１７万円は、田上社会教育センター施

設内にあるケーブルテレビ機器の電源切替え作

業に日数を要し、年度内完了が困難であるた

め、繰り越すものでございます。 

 次の款９・教育費、項２・小学校費の、小学

校通学関係事業３６８万５０００円及び次の項

４・特別支援学校費の特別支援学校通学関係事

業１９２万５０００円は、それぞれスクールバ

スでの子供の置き去り防止のための安全装置の

設置に係る経費で、年度内の完了が困難である

ことから繰り越すものでございます。 

 次の項７・社会教育費の八代民俗伝統芸能伝

承館管理運営事業３４６５万円は、お祭り体験

シアターで上映する妙見祭映像について、これ

まで雨天により撮影できなかったことから、契

約期間を延長して撮影するため、次の埋蔵文化

財緊急発掘調査及び保存処理事業６４４万８０

００円は、令和２年７月豪雨で被災した資料の

保存処理を実施している独立行政法人国立文化

財機構文化財防災センターの真空凍結乾燥機が

故障したこと、次の指定文化財保存管理事業５

２７万２０００円は、市指定有形文化財植柳小

学校旧講堂の保存修復に必要な木材の調達や復

元方法の調査等に時間を要し、年度内の完了が

困難であることから、それぞれ繰り越すもので

ございます。 

 次の款１０・災害復旧費、項１・農林水産業

施設災害復旧費の林道施設災害復旧事業６２０

万円は、令和４年台風１４号で被災した林道福

根線の災害復旧に係る設計委託について、年度

内の完了が困難であること。 

 次の項２・公共土木施設災害復旧費の道路橋

梁施設災害復旧事業１４７０万円は、市道腰越

～平線の災害復旧工事について、関連する県工

事の遅れにより、年度内の完了が困難となった

ことから、それぞれ繰り越すものでございま

す。 

 ８ページをお願いします。 

 ２、変更としましては、上段の款２・総務費

から項１・総務管理費の復興推進事業では、補

正前の１０８１万３０００円に８７１９万６０

００円を追加し、補正後の金額を９８００万９

０００円としております。坂本町の宅地かさ上

げについて、国との協議及び地元調整に時間を

要したこと等により、増額して繰り越すもので

ございます。 

 次の款３・民生費、項１・社会福祉費のう

ち、介護基盤緊急整備特別対策事業では、補正

前の６７２０万円に１億８０万円を追加し、補

正後の金額を１億６８００万円、また、施設開

業準備経費助成特別対策事業では、補正前の１

５１０万２０００円に２８５２万４０００円を
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追加し、補正後の金額を４３６２万６０００円

としております。これらは、地域密着型サービ

ス事業所４施設の施設整備に係る入札・契約、

着工等の遅れにより、年度内の完了が困難とな

ったことから、増額して繰り越すものでござい

ます。 

 次の款５・農林水産業費のうち、項１・農業

費の市内一円土地改良整備事業では、補正前の

１０８１万６０００円に４５万５０００円を追

加し、補正後の金額を１１２７万１０００円と

しております。これは、令和４年度団体営事業

のうち、八の字土地改良区が行う弥次地区につ

いて、工法の変更による事業費の増加が生じた

ため、増額して繰り越すものでございます。 

 また、項２・林業費の道整備交付金では、補

正前の２３３０万円に２７１８万７０００円を

追加し、補正後の金額を５０４８万７０００円

としております。 

 これは、林道袈裟堂深水線及び深水線ののり

面改良工事において、残土処理のため代替地確

保が必要となったことなどにより、増額して繰

り越すものでございます。 

 次の款７・土木費、項６・住宅費の災害公営

住宅整備事業（豪雨災害）では、補正前の３億

１３８０万円に４６万２０００円を追加し、補

正後の金額を３億１４２６万２０００円として

おります。これは、一体的に整備を予定してい

る県道中津道八代線の予備設計における国・県

との協議に日数を要し、年度内の完了が困難と

なったことから、増額して繰り越すものでござ

います。 

 次の款１０・災害復旧費、項１・農林水産業

施設災害復旧費の林道施設災害復旧事業（豪雨

災害）では、補正前の３億２０８４万８０００

円に３１７４万８０００円を追加し、補正後の

金額を３億５２５９万６０００円としておりま

す。これは、林道菊池人吉線において令和４年

９月の台風１４号により再度被災し、同年１２

月に災害査定を受け確定したものの、年度内の

完了が困難となったことから、増額して繰り越

すものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第３表・地方債補正でございますが、上から

土地改良事業では補正前の限度額の１億１９０

万円に８４０万円を追加し、補正後の限度額を

１億１０３０万円、次の道路整備事業では７億

５８９０万円に４００万円を追加し、７億６２

９０万円、次の河川海岸整備事業では４４４０

万円に１４３０万円を追加し、５８７０万円、

次の街路整備事業では５６６０万円に３３６０

万円を追加し、９０２０万円、 後の災害復旧

事業では９億９３２０万円から６１００万円を

減額し、９億３２２０万円としております。 

 なお、詳しい内容は、後ほど歳入、款２２・

市債で説明いたします。 

 続きまして、歳入の内容を説明いたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 上段の表、款１・市税、項２・目１・固定資

産税、節１・現年課税分で償却資産２億４０４

２万２０００円を追加しております。 

 また、次の中段の表、款１１・項１・目１・

節１・地方交付税では２億１６１６万５０００

円を追加しておりまして、どちらも今回の補正

予算の一般財源でございます。 

 次に下段の表、款１５・国庫支出金、項２・

国庫補助金、目１・総務費国庫補助金、節１・

総務管理費補助金で１億３０５８万８０００円

のうち、説明欄の 初の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金１億９３４６万８

０００円を追加しております。これは、繰越明

許費補正で申しました経営環境の厳しい交通事

業者への支援のため、タクシーチケット及び高

速バス運賃割引補助に要する経費並びに熊本県

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事

業に、本市独自で１世帯当たり１万円を加算し

て支給する経費及び宿泊・入浴施設等物価高騰
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対策支援金支給事業として、指定管理施設を含

む市内４４の宿泊・入浴施設へ、燃料・電気・

ガス代支出合計の令和４年度と３年度の差額の

２分の１を支援する経費、さらに熊本県の営業

時間短縮の協力要請に全面的に応じた事業者に

対して交付される熊本県時短要請協力金に要す

る経費、これらに係る国の交付金でございま

す。 

 また、説明欄２つ目の宅地嵩上げ安全確保事

業補助金６２８８万円の減額は、事業主体が本

市から国に変更になることによる減額でござい

ます。 

 次の目４・土木費国庫補助金２２８７万９０

００円のうち、節１・道路橋梁費補助金４９５

万円の橋梁長寿命化修繕事業交付金及び次の節

２・都市計画費補助金１７９２万９０００円の

西片西宮線道路整備事業交付金は、国の２次補

正予算に伴い、令和５年度予定を前倒しして実

施するために要する経費の一部を負担する国の

交付金で、交付率はそれぞれ１０分の５.５及

び２分の１でございます。 

 １４ページをお願いします。 

 款１６・県支出金、項２・県補助金、目１・

総務費県補助金、節１・総務管理費補助金１５

３９万６０００円の熊本県生活交通維持・活性

化総合交付金は、地方バス路線維持費補助金や

八代市乗合タクシー運行事業補助金の不足分に

要する経費の一部を定額で補助する県の支出金

でございます。 

 次の目２・民生費県補助金、節２・児童福祉

費補助金５２５７万９０００円の熊本県低所得

の子育て世帯生活支援特別給付金補助金は、繰

越明許費補正でも申し上げました県独自の支援

として、児童扶養手当支給世帯等の低所得の独

り親世帯の１４００世帯や、これ以外の令和４

年度分の住民税均等割非課税の子育て世帯の７

５０世帯等を対象として、１世帯当たり２万

円、第２子以降の児童１人当たり５０００円の

給付に要する経費に対する県の補助金で、補助

率は１０分の１０でございます。 

 次の目４・農林水産業費県補助金、節１・農

業費補助金１億８７万５千円のうち、説明欄の

上から、繰越明許費補正でも申し上げました、

農地利用効率化等支援交付金４１９万７０００

円は、生産の効率化に取り組む２経営体の融資

残の一部に対する補助、熊本県農業農村整備事

業補助金８万５０００円及び水利施設管理強化

事業補助金１３１万３０００円は、省エネに取

り組む八代平野北部土地改良区など５事業者へ

の経費補助、地籍調査事業補助金９５２８万円

は、国の２次補正予算に伴い、令和５年度実施

予定を前倒しして実施する経費に係る県の補助

金で、補助率はそれぞれ１０分の１.９から１

０分の１０まででございます。 

 次の目７・教育費県補助金２４５万７０００

円のうち、節１・小学校費補助金１２３万２０

００円及び節４・特別支援学校費補助金１２２

万５０００円につきましても、繰越明許費補正

で申しましたスクールバスでの子供の置き去り

防止のための安全装置設置の経費に係る県の定

額の補助金でございます。 

 次の目８・災害復旧費県補助金、節１・農林

水産業施設災害復旧費補助金４０３万円につき

ましても、繰越明許費補正で申しました令和４

年台風１４号で被災した林道福根線の林道施設

災害復旧事業に係る県の補助金で、補助率は１

０分の６.５でございます。 

 次に、下段の表、款１７・財産収入、項２・

財産売払収入、目１・不動産売払収入、節１・

土地売払収入２７２５万７０００円は、別途、

議案第２１号で御審議いただくところですが、

東陽町の普通財産を社会福祉法人に売却するこ

とに伴う土地売払収入を計上するものでござい

ます。 

 １５ページをお願いします。 

 上段の表、款１９・繰入金、項１・基金繰入
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金、目６・節１・ふるさと八代元気づくり応援

基金繰入金２９９万７０００円は、繰越明許費

補正でも申し上げました民俗伝統芸能伝承館で

上映する妙見祭映像撮影契約期間を延長するこ

とによる経費の増加分の財源とするものでござ

います。 

 次の目１３・節１・八代市庁舎建設基金繰入

金１１億３５７５万５０００円は、別途、議案

第２７号で御審議いただくところですが、新庁

舎工事の終了により、八代市庁舎建設基金条例

を廃止することから、この基金の残額を減債基

金に積み立てるために、一旦、一般会計に繰り

入れるものでございます。 

 次に、下段の表、款２２・項１・市債、目

４・農林水産業債、節１・農業債２２７０万円

のうち、説明欄の上から、団体営土地改良事業

４０万円は、繰越明許費補正でも申し上げまし

た弥次地区について、工法の変更による事業費

の増額分に充てるもので、充当率９０％の一般

補助施設整備等事業債でございます。 

 説明欄２つ目の県営海岸保全事業負担金１４

３０万円及び次の県営経営体育成基盤整備事業

負担金８００万円は、国の２次補正予算に伴

い、令和５年度実施予定の一部を前倒しして行

う経費に充てるもので、いずれも充当率１０

０％の公共事業等債でございます。 

 次の目６・土木債３７６０万円のうち、節

１・道路橋梁債４００万円は、繰越明許費補正

でも申し上げました橋梁長寿命化修繕事業の川

田町西７号橋ほか２つの橋について、次の節

４・都市計画債３３６０万円の西片西宮線道路

整備事業１７９０万円及び南部幹線道路整備事

業１５７０万円につきましても、いずれも国の

２次補正予算に伴い、令和５年度実施予定の一

部を前倒しして行う経費に充てるもので、充当

率１００％の防災・減災・国土強靱化緊急対策

事業債でございます。 

 次の目９・災害復旧債６１００万円の減額の

うち、節１・農林水産業施設災害復旧債１９０

万円は、繰越明許費補正及び県支出金で申しま

した、令和４年台風１４号で被災した林道福根

線の事業に係る経費に充てるもので、充当率９

０％の補助災害復旧事業債でございます。 

 次の節４・その他公共・公用施設災害復旧債

６２９０万円の減額は、繰越明許費補正でも申

し上げました坂本町の宅地かさ上げについて、

事業主体が本市から国に変更になることによ

り、予定しておりました市債を減額するもので

ございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 引き続き、歳出を説明いたします。 

 １６ページをお願いいたします。 

 上段の表、款２・総務費、項１・総務管理

費、目１・一般管理費では１億４１５３万７０

００円を追加しております。これは、職員給与

経費（退職手当）の不足分でございます。 

 次の目２・文書広報費は５万４０００円を追

加しております。これは、ケーブルテレビ事業

特別会計における長期債償還利子の不足分を繰

り出すものでございます。 

 次の目５・企画費は、令和２年７月豪雨に関

する特別委員会の所管となりますので、１つ飛

ばしまして、その次の目７・交通防犯対策費は

２億５６７８万１０００円を追加しておりま

す。説明欄１つ目の生活交通確保維持事業２億

４０７８万１０００円は、先ほど歳入の県補助

金で申しました、地方バス路線維持費補助金と

して１９系統分、また、八代市乗合タクシー運

行事業補助金の不足分でございます。その下の

新型コロナウイルス感染症対策事業（生活交通

確保維持）１６００万円は、歳入の国庫支出金

で申しました交通事業者への支援のため、本年

４月から９月末まで額面５０００円のチケット

を３０００円で５０００セット販売するタクシ

ーチケット及び大人片道乗車券１回の利用につ

き５００円割引で１万枚を販売する高速バス運
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賃割引補助でございます。 

 次に、下段の表、項３・目１・戸籍住民基本

台帳費は９８０万円を追加しております。これ

は、マイナンバーカード交付事務の増加に伴う

人件費でございます。 

 次は、大きく飛びまして２２ページをお願い

します。 

 中段の表、款１１・項１・公債費、目１・元

金は、３８８万７０００円を追加しておりま

す。これは、平成２３年度借入れの臨時財政対

策債の利率見直しによるものでございます。 

 次の目２・利子は６２９万９０００円を追加

しております。これは、令和３年度災害復旧事

業債等において、財政融資資金等の借入れで予

定していた利率を上回ったことによるものでご

ざいます。 

 次に、下段の表、款１２・諸支出金、項１・

基金費、目３・減債基金費は１１億３５７５万

６０００円を追加しております。先ほど歳入の

繰入金で申しました、八代市庁舎建設基金条例

を廃止し、後年度の市債償還財源を確保するた

め、減債基金に積み立てるものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４０分 本会） 

◎議案第５号・令和４年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５号・令和４年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計補正予算・第２号を議題

とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） おはようございます。（｢お

はようございます」と呼ぶ者あり）デジタル推

進課、鋤田でございます。よろしくお願いいた

します。 

 議案第５号・令和４年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第２号について御説

明いたします。失礼して座って説明させていた

だきます。 

 今回の補正予算でございますが、令和２年７

月豪雨で被災した設備を修繕した際の災害復旧

事業債について、財政融資資金の借入れを実施

したところ、予定していた利率を上回ったた

め、利子の不足額の補正をお願いするものでご

ざいます。 

 それでは、令和４年度八代市ケーブルテレビ

事業特別会計補正予算書・第２号の１ページを

お願いいたします。 

 まず、第１条にありますように、歳入歳出の

総額にそれぞれ５万４０００円を追加し、歳入

歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４７７７

万１０００円としております。 

 続きまして、内容について御説明いたしま

す。 
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 予算書の５ページをお願いいたします。 

 まず、上の表、２、歳入でございますが、款

４・繰入金、項１・目１・節１・一般会計繰入

金で５万４０００円を増額し、４６９５万１０

００円としております。 

 次に下の表、３、歳出でございますが、款

２・項１・公債費、目２・利子、節２２・償還

金利子及び割引料に５万４０００円を増額し、

１１７６万６０００円としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ございませんですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５号・令和４年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第２号は、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４４分 本会） 

◎議案第８号・令和５年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・令和５年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 それではまず、歳入等について財務部から説

明を願います。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。よろしくお願いいたします。失礼

しまして、着座にて説明させていただきます。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

８号・令和５年度八代市一般会計予算をお願い

します。総務委員会付託分のうち、まず、歳入

等について説明いたします。説明に当たりまし

ては、新規の案件や予算額の大きいものを中心

に説明いたします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ６２３億１９６０万

円としております。また、第２条で債務負担行

為を、第３条で地方債をお願いしておりますが

内容につきましては、７ページ以降で説明いた

します。 

 次に、第４条の一時借入金でございますが、

本市の歳計現金に不足が生じた場合、その支払

いの資金を補うため、一時的に金融機関から借

入れを行う際の限度額を８５億円と定めており

ます。 

 次に、第５条歳出予算の流用でございます

が、各項の経費の金額を流用することができる

場合を定めております。 

 それでは、７ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為でございます。まず

初の契約管理システム使用料は、期間を令和６

年度から令和１０年度まで、限度額を９２４万

円としております。これは、入札案件や確認項

目の増加等に対処するため、令和５年度から導

入するシステムの使用料でございます。 

 次の電気自動車急速充電器リース経費は、期

間を令和６年度から令和１５年度まで、限度額

を８９５万円としております。これは、ゼロカ

ーボンシティ宣言に関連して、市民の方が使用

する電気自動車の充電用として、本庁舎敷地内

に新たに設置する急速充電器のリース料でござ



 

－10－

います。 

 次の鏡支所庁舎改修工事は、期間を令和６年

度、限度額を１億７４００万円としておりま

す。これは、支所庁舎の空調・照明などを令和

５年度、６年度にかけて改修するものでござい

ます。 

 次の難視聴地域テレビ放送設備構築事業補助

金は、期間を令和６年度から令和１５年度ま

で、限度額を４億１３４０万円としておりま

す。これは、地域情報化事業の一つとして、民

間放送事業者によるテレビ放送サービス移行に

伴う機器等整備及び工事費に係る補助金でござ

います。 

 飛びまして、下から２つ目の基幹相談支援セ

ンター委託料は、期間を令和５年度から令和８

年度まで、限度額を７１０３万７０００円とし

ております。これは、障害者の地域における相

談支援体制の整備のため、八代圏域に新たに設

置する基幹相談支援センターの委託料でござい

ます。 

 ８ページをお願いします。 

 清掃センター解体工事及び次の清掃センター

解体監理業務委託は、期間を令和６年度、限度

額を７億１１００万円及び３２２２万４０００

円としております。これは、旧清掃センターを

令和５年度、６年度にかけて解体するものでご

ざいます。 

 ２つ飛びまして、企業振興促進条例補助金

（令和５年度）及び次の情報通信関連等事業所

立地促進補助金（令和５年度）は、期間を令和

６年度から令和９年度まで、限度額を１億３１

５０万円及び７５２３万８０００円としており

ます。これは、おのおのの制度に基づき、対象

となる企業への工場等建設補助金や用地取得等

及び設備投資や雇用促進等の補助金に係る経費

でございます。 

 次の熊本県新型コロナウイルス感染症対応資

金に対する利子補給は、期間を融資年度以降負

担すべき額が終了する年度まで、限度額を貸付

限度額１４億円に対する利子補給としておりま

す。これは、新型コロナウイルス感染症の影響

により経営が悪化した、市内中小事業者が借り

入れた融資資金の金利負担分を補助するもので

ございます。 

 次の立地適正化計画策定業務委託は、期間を

令和６年度、限度額を７１７万６０００円とし

ております。これは、持続可能な都市計画の実

現に向けたコンパクトシティの推進に取り組む

ための立地適正化計画策定に係る業務委託料で

ございます。 

 後のＩＣＴ授業サポート業務委託は、期間

を令和６年度から令和１０年度まで、限度額を

１億７４９０万円としております。これは、教

員のＩＣＴ機器活用技術の習得を支援するため

の業務委託料でございます。 

 ９ページをお願いします。 

 第３表、地方債補正でございますが、それぞ

れ起債の目的、限度額、起債の方法などを定め

ているところでございます。詳細につきまして

は、５１ページから５４ページの款２２・市債

で説明いたします。 

 続いて１４ページをお願いします。 

 歳入でございます。款１・市税から款１２・

交通安全対策特別交付金につきましては、令和

４年度決算見込みや国の地方財政計画などを参

考に見込んだところでございます。 

 それでは、まず、款１・市税でございます。

項１・市民税、目１・個人で４９億７４００万

円、目２・法人で１０億２００万円を計上して

おります。前年度と比較して、個人で９３００

万円、法人で４２６０万円の増加を見込んだと

ころでございます。全体としては、コロナ禍か

らの回復基調にあることが見込まれ、地方財政

計画上においても増加傾向が示されたことか

ら、計上したところでございます。 

 次に下段の表、項２・目１・固定資産税は８
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６億２００６万３０００円を計上しておりま

す。新幹線鉄道施設の償却資産に係る固定資産

税の軽減特例措置の終了に伴う影響により、前

年度と比較して５億２４３０万５０００円の増

加を見込んだところでございます。 

 １５ページをお願いします。 

 上段の表、項３・軽自動車税では、目１・環

境性能割は２０００万円、目２・種別割は４億

６５００万円を計上しております。前年度の決

算見込みなどから６００万円の増加を見込んだ

ところでございます。 

 次に、中段の表、項４・目１・市たばこ税は

９億円で、たばこ税増税の影響などから、前年

度より６７００万円増を見込んでおります。 

 １６ページをお願いします。 

 款２・地方譲与税ですが、上段の表、項１・

目１・地方揮発油譲与税は１億２２００万円、

次に中段の表、項２・目１・自動車重量譲与税

は３億６３００万円、次に下段の表、項３・目

１・森林環境譲与税は１億６００万円で、いず

れも地方財政計画などから見込んだところでご

ざいます。 

 １７ページをお願いします。 

 上段の表、項４・目１・特別とん譲与税２６

００万円から１８ページの上段の表、款５・項

１・目１・株式等譲渡所得割交付金６４００万

円につきましても、地方財政計画などから見込

んだところでございます。 

 次に、中段の表、款６・項１・目１・法人事

業税交付金２億１１００万円。 

 次に、下段の表、款７・項１・目１・地方消

費税交付金２９億９０００万円で、これはいず

れも前年度の決算見込みなどから見込んだとこ

ろでございます。 

 １９ページをお願いします。 

 下段の表になります。款１０・項１・地方特

例交付金、目１・減収補てん特例交付金は１億

円で、前年度の決算見込みなどから１４８０万

円増を見込んでおります。 

 ２０ページをお願いします。 

 上段の表、項２・目１・新型コロナウイルス

感染症対策地方税減収補てん特別交付金は１２

６０万８０００円で、新型コロナウイルス感染

症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う

中小事業者等に対する固定資産税の減免額を補

塡する交付金でございます。 

 次に、中段の表、款１１・項１・目１・地方

交付税は１５６億２０００万円でございます。

これは、新幹線鉄道施設の固定資産税軽減措置

が終了することに伴い、償却資産に係る固定資

産税が増えることなどによる基準財政収入額の

増加の一方、災害復旧債、合併特例債の交付税

措置される償還分の増加などにより、基準財政

需要額も増加するところでございますが、坂本

支所周辺整備など、今後予定される補正予算の

財源を控除して計上したことから、前年度より

２億７４００万円、率にして１.７％減として

おります。 

 ２１ページをお願いします。 

 上段の表、款１３・分担金及び負担金、項

１・分担金、目１・農林水産業費分担金は６０

００万円でございます。これは、高小原町かん

がい排水路など４か所の非補助排水路等改修事

業分担金で、前年度と同額でございます。 

 次に、下段の表、項２・負担金、目２・民生

費負担金は１億４５９６万３０００円を計上し

ております。前年度より１億３６６８万１００

０円の減としておりますが、本年９月からの全

ての子供の保育料無償化によるものでございま

す。なお、主なものは節１・社会福祉費負担金

４５７４万４０００円のうち、説明欄の１つ

目、老人福祉施設入所者負担金４１８６万６０

００円。２２ページにかけまして、節２・児童

福祉費負担金１億２１万９０００円のうち、説

明欄中ほどの私立保育所保育料（現年度分）８

７８４万２０００円は、４月から８月までの分
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でございます。 

 少し飛びまして２３ページをお願いします。 

 款１４・使用料及び手数料でございます。項

１・使用料、目１・総務使用料は３８４３万２

０００円を計上しております。説明欄の１つ

目、新八代駅東口駐車場使用料１３４９万３０

００円、３つ目庁舎使用料１０３２万３０００

円や５つ目コミュニティセンター使用料１３５

７万７０００円が主なものでございます。 

 １つ飛びまして目３・衛生使用料の２６２８

万３０００円は、節１・保健衛生使用料２０１

０万７０００円のうち、説明欄の１つ目斎場使

用料７３２万５０００円や、４つ目千丁健康温

泉センター使用料１２７７万７０００円が主な

ものでございます。 

 ２４ページをお願いします。 

 少し飛びまして、下段の目６・土木使用料は

２億３８５５万円を計上しております。このう

ち、主なものは節１・道路橋梁使用料４４６０

万２０００円のうち、電柱等の道路占用料４２

００万１０００円。また、節４・住宅使用料１

億９０５４万７０００円のうち、３１団地分の

公営住宅使用料１億８８１９万５０００円でご

ざいます。 

 ２５ページをお願いします。１つ飛びまし

て、目８・教育使用料は３３０７万３０００円

を計上しております。このうち主なものは、節

３・社会教育施設使用料１７８６万８０００円

のうち説明欄の１つ目から公民館使用料３９７

万５０００円、文化センター施設使用料３６０

万円、博物館使用料４８４万円など、２６ペー

ジにかけまして、節４・社会体育施設使用料１

０２７万６０００円のうち、説明欄の 後の夜

間照明使用料５０２万８０００円などでござい

ます。 

 ２７ページをお願いします。 

 項２・手数料、目１・総務手数料は６１１５

万４０００円を計上しております。節３・戸籍

住民基本台帳手数料４８４４万４０００円が主

なものでございます。 

 次の目２・衛生手数料は３億５２２５万９０

００円を計上しております。主なものは、節

２・生活環境手数料３億４８７９万円のうち、

説明欄の１つ目搬入ごみ処理手数料１億３６１

７万６０００円や説明欄 後の有料指定袋（ご

み）処理手数料２億８５０万円などでございま

す。 

 飛びまして２８ページをお願いします。 

 下段の表、款１５・国庫支出金でございま

す。項１・国庫負担金、目１・総務費国庫負担

金、節１・総務管理費負担金で説明欄の坂本支

所周辺宅地嵩上げ負担金６８９３万６０００円

は、坂本支所周辺の宅地かさ上げに要する経費

の一部を負担する国の負担金で、交付率は３分

の１でございます。 

 ２９ページをお願いします。 

 目２・民生費国庫負担金８３億６４７９万２

０００円で、このうち主なものは、節１・社会

福祉費負担金２２億４９２７万１０００円のう

ち、説明欄の３つ目障害者自立支援給付費負担

金１４億８４１６万６０００円、次の節２・児

童福祉費負担金３９億３９６３万７０００円の

うち、説明欄１つ目子どものための教育・保育

給付交付金２４億４８３１万６０００円やその

下の児童手当交付金１２億３８４６万８０００

円、次の節３・生活保護費負担金２１億７５８

８万４０００円などでございます。 

 次に、目３・衛生費国庫負担金３１４６万９

０００円は、説明欄の３つ目新型コロナウイル

スワクチン接種対策費負担金が主なものでござ

いますが、現時点では令和５年度分の国のワク

チン接種方針の確定後に対応する分があるた

め、前年度より８５７５万９０００円の減とし

ております。 

 次に、一番下の目４・土木費国庫負担金、節

１・住宅費負担金２１２８万２０００円で、説
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明欄の災害公営住宅宅地嵩上げ負担金は、坂本

支所周辺に整備する災害公営住宅用地のかさ上

げに係る経費の一部を負担する国の負担金で、

交付率は３分の１でございます。 

 ３０ページをお願いします。 

 上段の表、目５・災害復旧費国庫負担金５億

７０６２万９０００円は、令和２年７月豪雨及

び令和４年台風１４号の災害復旧に係る公共土

木施設災害復旧費負担金でございます。復旧工

事の進捗等により、前年度より２億９５１８万

７０００円の減としております。 

 次に下段の表、項２・国庫補助金、目１・総

務費国庫補助金は１億５４１９万円を計上して

おります。前年度より２億９７６万２０００円

の減としておりますのは、令和５年度の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と

宅地嵩上げ安全確保事業補助金の減などによる

ものでございます。なお、主なものは説明欄１

つ目のマイナンバーカード交付事務費補助金７

３０３万６０００円、説明欄 後のデジタル田

園都市国家構想交付金（地方創生推進）６１９

７万４０００円などでございます。 

 次の目２・民生費国庫補助金は３億１３９４

万３０００円を計上しております。このうち、

主なものは節１・社会福祉費補助金５８６８万

８０００円のうち、説明欄１つ目の地域生活支

援事業補助金４６０７万１０００円、節２・児

童福祉費補助金２億４９３６万１０００円のう

ち、説明欄３つ目の子ども・子育て支援交付金

１億７２４６万７０００円。３１ページにかけ

まして、説明欄２つ目の出産・子育て応援交付

金５０１４万５０００円などでございます。 

 次の目３・衛生費国庫補助金は３７７７万６

０００円を計上しております。現時点では令和

５年度分の国のワクチン接種体制の確定後、対

応分などのため、前年度より７６２６万８００

０円の減を見込んでおります。 

 次に、目４・土木費国庫補助金５億５６５万

２０００円を計上しております。前年度より１

億７６８９万５０００円増を見込んでおります

が、このうち主なものは、節１・道路橋梁費補

助金３億３４３万５０００円のうち、説明欄５

つ目の橋梁長寿命化修繕事業交付金１億１０５

５万円や３２ページにかけまして、節４・住宅

費補助金１億４９９万７０００円のうち、説明

欄１つ目の公営住宅ストック総合改善事業補助

金４９８９万３０００円、説明欄 後の災害公

営住宅建設費補助金２１７４万２０００円など

でございます。 

 次は、１つ飛びまして目６・教育費国庫補助

金は６５３６万６０００円を計上しておりま

す。このうち、主なものは３３ページになりま

すが、節３・中学校費補助金２８４３万２００

０円のうち、説明欄 後の中学校施設トイレ改

修事業補助金２３５６万６０００円などでござ

います。 

 ３４ページをお願いします。 

 上段の表、項３・委託金、目２・民生費委託

金、節１・社会福祉費委託金３３４７万１００

０円の主なものは、説明欄１つ目の基礎年金等

事務費交付金３２４８万６０００円でございま

す。 

 飛びまして、下段の表、款１６・県支出金で

ございます。項１・県負担金、目１・民生費県

負担金は３３億５０５９万５０００円を計上し

ております。このうち、主なものは節１・社会

福祉費負担金２０億１９８７万７０００円のう

ち、説明欄１つ目国民健康保険基盤安定保険税

軽減分負担金４億６６９２万４０００円、４つ

目後期高齢者医療保険基盤安定負担金４億５７

５４万２０００円など、保険料の軽減に関する

ものや、説明欄の５つ目障害者自立支援給付費

負担金７億４２０８万３０００円、下から３つ

目障がい児通所支援事業負担金１億４５８９万

１０００円。３５ページにかけまして、節２・

児童福祉費負担金１３億２０６０万２０００円
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のうち、説明欄１つ目子どものための教育・保

育給付費負担金１０億３５７８万円、２つ目の

児童手当交付金２億７４２９万８０００円など

でございます。 

 少し飛びまして、下段の表、項２・県補助

金、目１・総務費県補助金は９３９９万４００

０円を計上しております。前年度より３８４０

万２０００円増を見込んでおります。説明欄下

から２つ目豪雨被災者等支援交付金６５５６万

１０００円が主なものでございます。 

 ３６ページをお願いします。 

 目２・民生費県補助金は４億６２３６万６０

００円を計上しております。このうち、主なも

のは節１・社会福祉費補助金１億５７４８万６

０００円のうち、説明欄の３つ目重度心身障が

い者医療費助成事業費補助金１億５８３万２０

００円、節２・児童福祉補助金３億４７３万９

０００円のうち、説明欄１つ目放課後児童健全

育成事業等補助金１億１５０９万７０００円な

どでございます。 

 ３７ページをお願いします。 

 下段になりますが、目３・衛生費県補助金は

８８０４万９０００円を計上しております。こ

のうち主なものは、節１・保健衛生費補助金８

０８４万４０００円のうち、説明欄の１つ目子

ども医療費助成事業費補助金６８９９万８００

０円などでございます。 

 ３８ページをお願いします。 

 目４・農林水産業費県補助金４億９４６６万

２０００円を計上しております。このうち主な

ものは、節１・農業費補助金４億３９０６万５

０００円のうち、説明欄下から６つ目の多面的

機能支払交付金事業補助金２億４１５万１００

０円や、３９ページにかけまして、節２・林業

費補助金５２０９万３０００円のうち、説明欄

３つ目の道整備交付金４０７５万９０００円な

どでございます。 

 飛びまして、４０ページをお願いします。 

 上段の表、目８・災害復旧費県補助金、節

１・農林水産業施設災害復旧費補助金は３億６

２８１万３０００円を計上しております。復旧

工事の進捗等により、前年度より７７５９万８

０００円の減としておりますが、令和２年７月

豪雨や令和４年台風１４号により被災した福根

線など１４路線２８か所の林道施設の復旧に要

する経費等に補助されるものでございます。 

 次に、下段の表、項３・委託金、目１・総務

費委託金は３億８４２万２０００円を計上して

おります。このうち主なものは、節２・徴税費

委託金で県民税徴収事務委託金１億８６４０万

円や節４・選挙費委託金１億６６４万７０００

円のうち、県議会議員選挙委託金３９６２万２

０００円、県知事選挙委託金６７０１万７００

０円などでございます。 

 飛びまして、４１ページをお願いします。 

 下段の表になります。款１７・財産収入でご

ざいます。項１・財産運用収入、目１・財産貸

付収入は２５３７万６０００円を計上しており

ます。説明欄１つ目の土地建物貸付収入１１２

１万８０００円が主なものでございます。 

 ４２ページをお願いします。 

 目２・利子及び配当金は１６３７万４０００

円を計上しております。各基金の利子が主なも

のでございます。 

 ４３ページをお願いします。 

 上段の表、項２・財産売払収入、目１・不動

産売払収入は２９５４万９０００円を計上して

おります。説明欄１つ目の八千把地区土地区画

整理事業保留地売払収入２１５４万９０００円

が主なものでございます。 

 次に、下段の表、款１８・寄附金でございま

す。項１・寄附金、目１・総務費寄附金は２０

億２２４１万円を計上しております。前年度よ

り８億３７５万７０００円増を見込んでおりま

すが、ふるさと元気づくり応援寄附金２０億円

が主なものでございます。 
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 飛びまして、４４ページをお願いします。 

 下段の表、款１９・繰入金でございます。項

１・基金繰入金のうち、目１・減債基金繰入金

は８３９９万２０００円を計上しております。

新庁舎建設及び環境センター建設に伴う市債の

元金償還の財源の一部とするものでございま

す。 

 少し飛んで４５ページをお願いしまして、２

項目めの目７・ふるさと八代元気づくり応援基

金繰入金で７億７６２１万６０００円は、こど

も医療費助成事業など４３事業の財源の一部と

して、４項目めの目９・まちづくり交流基金繰

入金７８９９万９０００円は、九州国際スリー

デーマーチ事業や坂本ふるさとまつり事業ほか

旧町村のイベントなど１４事業の財源の一部と

して、下から２つ目の目１４・新型コロナウイ

ルス感染症対策基金繰入金の２億６９３万４０

００円は、中小事業者のコロナ関連融資資金に

伴う金融円滑化特別資金利子補給事業など４事

業の財源の一部として、飛んで、４６ページに

なりますが、目１８・教育文化センター建設基

金繰入金の６５００万円は、公民館施設整備事

業の財源の一部として、それぞれ繰り入れるも

のでございます。 

 飛びまして、４７ページをお願いします。 

 上段の表、款２０・項１・目１・繰越金でご

ざいます。令和４年度からの繰越金を前年度同

額の１１億円としております。 

 次に、中段の表、款２１・諸収入、項１・延

滞金加算金及び過料で、目１・延滞金は、前年

度の決算見込みなどから１２００万円を計上し

ております。 

 ４８ページをお願いします。 

 項３・貸付金元利収入で、目１・総務費貸付

金元利収入は２９２５万４０００円を計上して

おります。これは、地域総合整備財団の支援に

より、市が民間事業者に無利子で貸し付けた地

域総合整備資金貸付金元金収入が主なものでご

ざいます。 

 ２つ飛んで、目４・商工費貸付金元利収入は

５億６５万円を計上しております。中小企業経

営安定特別融資預託金元金収入など、各種預託

金等の元金収入でございます。 

 ４９ページをお願いします。 

 項４・雑入でございます。目５・雑入は３億

６７３９万２０００円を計上しております。こ

のうち、節２・消防団員等公務災害補償等共済

基金収入の５５７５万円や節８・雑入の２億６

４５８万２０００円のうち、説明欄１つ目の熊

本県市町村振興協会市町村交付金２７７０万円

を主なものとして、５１ページにかけて、その

他雑入までございます。 

 次に、下段の表、款２２・項１・市債でござ

います。 

 まず、目１・総務債は５億９３０万円で、前

年度より７億７３８０万円の減としております

のは、臨時財政対策債の減や高速インターネッ

ト基盤整備事業終了などによるものでございま

す。説明欄１つ目の臨時財政対策債２億８７５

０万円は一般財源として、２つ目のコミュニテ

ィセンター施設整備事業９５００万円は、麦島

コミュニティセンターの空調設備設置工事の経

費に充てるもので、充当率１００％の緊急防

災・減災事業債でございます。下から２つ目の

電気自動車導入事業２４０万円は、広報広聴活

動事業で使用する軽貨物の電気自動車の購入経

費に充てるもので、充当率９０％の（仮称）脱

炭素化推進事業債でございます。 後の鏡支所

庁舎施設整備事業１億１０２０万円は、債務負

担行為でも申しました支所庁舎の空調・照明の

改修などの経費に充てるもので、充当率９５％

の合併特例債などでございます。 

 ５２ページをお願いします。 

 目２・民生債は１６９０万円で、説明欄の五

家荘デイサービスセンター管理運営事業及び泉

地域福祉センター管理運営事業の対象事業経費
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に充てるもので、いずれも充当率１００％の過

疎債でございます。 

 次の目３・衛生費は４億８０６０万円で、説

明欄の衛生処理センター解体事業及び清掃セン

ター解体事業の経費に充てるもので、いずれも

充当率９５％の合併特例債でございます。 

 次の目４・農林水産業債は１億９９５０万円

で、このうち主なものは、節１・農業債１億４

２６０万円のうち、説明欄２つ目、県営排水対

策特別事業負担金２３８０万円が土地改良事業

の対象経費に充てる充当率９０％の公共事業等

債、４つ目の市内一円道路整備事業４３８０万

円が、道路改良等の対象経費に充てる充当率９

０％の地方道路等整備事業債や充当率１００％

の過疎債、また、節２・林業債５６９０万円の

うち、説明欄２つ目道整備交付金事業３８９０

万円が林道改良等の対象経費に充てる充当率１

００％の過疎債及び辺地債などでございます。 

 次の目５・商工債は１億６１３０万円で、こ

のうち主なものは、節２・観光債１億６０２０

万円のうち、説明欄１つ目さかもと温泉センタ

ー「クレオン」管理運営事業２５５０万円及び

説明欄 後のふれあいセンターいずみ施設整備

事業８９３０万円が対象事業経費に充てるもの

で、いずれも充当率１００％の過疎債などでご

ざいます。 

 ５３ページをお願いします。 

 目６・土木債は１３億２０２０万円で、この

うち主なものは、節１・道路橋梁債７億８１２

０万円の市内一円道路整備事業で、道路改良等

の対象経費に充てる充当率９０％の地方道路等

整備事業債や充当率１００％の過疎債ほか、そ

れぞれの条件に応じた有利な起債、また、節

３・港湾債１億８８００万円のうち、説明欄１

つ目の八代港県営事業負担金１億６２００万円

が対象負担金の経費に充てる充当率９０％の公

共事業等債、また、節４・都市計画債２億７０

８０万円のうち、説明欄１つ目、南部幹線道路

整備事業９７９０万円が県事業負担金の経費に

充てる充当率９５％の合併特例債、説明欄 後

の八千把地区土地区画整理事業８５７０万円

が、工事等の経費に充てる充当率９０％の地方

道路等整備事業債、また、節５・住宅債６５６

０万円の公営住宅整備事業が、流藻川団地給水

設備等改修工事などの経費に充てる充当率１０

０％の公営住宅建設事業債などでございます。 

 次の目７・節１・消防債は１０億１５５０万

円で、説明欄３つ目、広域行政事務組合負担金

６億６１３０万円が新開消防署庁舎建設に係る

負担金に充てる充当率９５％の合併特例債、説

明欄 後の避難所等設備整備事業３億２５９０

万円が、学校施設体育館の空調設備設置工事な

どの経費に充てる充当率１００％の緊急防災・

減災事業債などが主なものでございます。 

 次の目８・教育債は３億９５７０万円で、こ

のうち主なものは、節１・教育総務債２２０万

円で、教育委員会事務局が使用する、軽貨物の

電気自動車の購入経費に充てるもので、総務債

と同様充当率９０％の（仮称）脱炭素化推進事

業債、また、節２・小学校債１億３８０万円及

び節３・中学校債１億３１０万円のうち、市内

小中学校施設のトイレ改修事業に係る対象事業

費に充てる充当率１００％の防災・減災・国土

強靱化債。５４ページにかけまして、節７・社

会教育債８９５０万円のうち、説明欄２つ目、

文化センター施設整備事業４８４０万円が鏡文

化センターの舞台機械等の改修工事に係る経費

に充てる充当率１００％の過疎債などでござい

ます。 

 次の目９・災害復旧債は５億９８１０万円

で、このうち主なものは、節２・公共土木施設

災害復旧債２億１８２０万円のうち、説明欄１

つ目、道路橋梁施設災害復旧事業２億１０８０

万円が、令和２年７月豪雨及び令和４年台風１

４号の災害復旧工事に係る経費に充てる充当率

１００％及び９０％の補助及び単独災害復旧事
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業債、また、節３・その他公共・公用施設災害

復旧債３億３３７０万円のうち、説明欄３つ

目、坂本支所周辺災害復旧事業債２億５７８０

万円が、道路築造工事や宅地造成工事などの対

象工事に係る経費に充てる充当率１００％の単

独災害復旧事業債などでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） ４６ページの教育文化

センター建設基金繰入金、これが前年度ゼロだ

ったのが６５００万円かな、今回計上されてい

ます。去年もゼロなんですけど、それまでもど

んな経緯をたどってきたのかなというのと、教

育文化センター建設基金に繰り入れられる、何

か目的みたいなのあるのかな。基金のそのもの

のもともとの性格も含めてですね、教えていた

だいていいですか。 

○財政課長（續 良彦君） 財政課の續でござ

います。ただいまの御質問の、教育文化センタ

ー建設基金繰入金でございますが、この教育文

化センター建設基金の使途といいますと、そも

そもが中央公民館、今の八代市公民館、こちら

のほうの整備にかかるというところで、それと

図書館と博物館を整備するための基金というこ

とで設立をしております。 

 この教育文化センター基金の今回の改修につ

きましては、これまで中央公民館を整備すると

いう流れの中での整備の一環ということで捉え

ておりますので、その分の基金を充当している

ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） すいません。市債の部

分で大分頑張って、防災・減災事業債ですか、

充当率１００％の説明はあったんですけれど

も、交付税の措置率みたいなのはあるんです

か。後年度の元利合わせてですね、何％ぐら

い。 

○財政課長（續 良彦君） 交付税の措置率に

つきましては５０％でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で歳

入等について終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３９分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明を願います。 

○議会事務局長（遠山光徳君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事

務局、遠山でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 私のほうから、議案第８号・令和５年度八代

市一般会計予算中、議会費の審議をお願いする

に当たりまして、概要及びその所見について御

説明を申し上げます。着座にて説明させていた

だきます。 

 それでは、令和５年度八代市一般会計予算書

５５ページを御覧ください。 
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 令和５年度予算の議会費総額は３億４９６４

万５０００円で前年度と比べまして４７２万４

０００円減額の歳出予算となっております。 

 議会費につきましては、義務的経費の占める

割合が大きく、節１・報酬から節４・共済費ま

での経費を合計いたしますと３億５８８万６０

００円で、議会費全体の約８７.５％を占めて

るところでございます。また、需用費、委託料

等の経常的経費につきましては、原油・原材料

等の価格高騰に伴う経費の増加が見込まれる

中、今年度実績を十分精査した上で、市の予算

編成方針に基づき、予算計上をいたしてるとこ

ろでございます。 

 なお、前年度比４７２万４０００円の減額と

なっておりますのは、議員数が１名減になった

ことに伴い、議員報酬及び共済費等が減額とな

りましたことが主な理由でございます。 

 令和５年度予算におきましても、引き続き効

率的かつ効果的な事務事業の推進と予算執行に

取り組んでまいります。 

 議会運営事務事業及び政務活動費交付事業、

これらの執行にあっては、市議会の運営全体及

びこれに関わる事務処理、会計処理を確実に実

施することはもとより、２７名の議員の方々の

職務を補助する組織として、事務局職員のスキ

ルアップを継続的に図り、必要な情報の収集、

提供や行政視察の対応などを行いながら、議員

各位の議会活動が円滑に実施できますよう、質

の高い職務環境の提供にさらに努めてまいりま

す。特に、現在導入しておりますタブレット端

末を活用してペーパーレス化、双方向での情報

共有化を図っておりますが、今後は市議会内に

おけるデジタル化を一層推進し、研修等も実施

しながら、効率的かつ効果的な議会運営に努め

てまいります。 

 また、市民の皆様に対しましては、議会だよ

りやホームページ、昨年８月から導入したフェ

イスブック等を通じ、議会日程や審議内容をは

じめ、各委員会活動や正副議長の動向、政務活

動費の収支報告など、議会情報の積極的な発信

をさらに進めるとともに、親子傍聴席の利用や

議場見学など、新庁舎における議場等の設備、

機能を活用し、市民に親しまれる開かれた市議

会の実現に取り組んでまいります。 

 以上、令和５年度八代市一般会計予算中、議

会費を御審議いただくに当たっての概要説明及

びその所見とさせていただきます。 

 それでは、予算の詳細につきまして、議会事

務局、増田次長より御説明申し上げますので、

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 皆様、改め

ましてこんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）議会事務局、増田でございます。 

 それでは、歳出の議会費につきまして御説明

をさせていただきたいと思います。なお、説明

に当たりまして、先ほど議会事務局長の説明と

重複する部分がありますことをお許し願いたい

と思います。恐れ入りますが、説明につきまし

ては、着座にて行わせていただきます。 

 それでは、同じく令和５年度八代市一般会計

予算書の５５ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

 款１・議会費、項１・議会費、目１・議会費

におきまして、令和５年度予算として３億４９

６４万５０００円を計上いたしております。令

和４年度と比較いたしますと、全体で４７２万

４０００円の減、率にいたしまして約１.４％

の減となっております。その主な要因は、議員

１名減に係る報酬及び政務活動費等の減による

ものでございます。 

 それでは、説明欄に基づき、節区分と併せな

がら説明をさせていただきます。 

 まず、節１・報酬から節４・共済費までは、

議員２７人、一般職１１人及び会計年度職員２

名に係る報酬・給料等といたしまして、３億５

８８万６０００円を計上いたしております。 
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 続きまして、議会運営事務事業につきまして

御説明申し上げます。なお、本事業は、議会運

営の円滑な遂行を図ることを目的といたしてお

ります。 

 それでは、節８・旅費の１５７１万２０００

円は、常任委員会、特別委員会並びに議会運営

委員会の行政視察旅費６２５万円のほか、本会

議及び各委員会に出席される際、支出される会

議出席費用弁償４８４万２０００円、海外行政

視察６名分の１２０万円などが含まれておりま

す。次に、節９・交際費の３０万６０００円

は、各種総会の会費などに支出するものでござ

います。次に、節１０・需用費の６６０万１０

００円は、主にやつしろ市議会だより約４万９

６００部の年４回の印刷経費約５４６万円など

に支出するものでございます。次に、節１１・

役務費の３万６０００円は、公用車の法定点検

等に係る経費でございます。次に、節１２・委

託料の７４４万円は、常任委員会及び議会運営

委員会などの各委員会記録等作成業務委託に要

します経費１９０万円、本会議録作成の業務委

託に要します経費１７０万５０００円のほか、

議会中継システム機器等保守料２９７万円など

でございます。次に、節１３・使用料及び賃借

料の２３９万円は、会議録検索システムリース

料３７万円のほか、公務出張等に伴う高速道路

使用料などのほか、タブレットＬＴＥ回線使用

料及び会議アプリ使用料約１６９万円が主なも

のでございます。次に、節１７・備品購入費の

１９万４０００円は、閉会中、市民の方々が議

場見学の際、立入り箇所を一部制限するために

使用いたします見学用パーテーションなどに係

る経費でございます。次に、節１８・負担金補

助及び交付金の１１０８万円は、全国温泉所在

都市協議会、九州市議会議長会、熊本県市議会

議長会等への負担金１０６万６０００円のほ

か、政務活動費交付事業として、各会派に交付

いたします政務活動費９７２万円でございま

す。 

 以上が令和５年度の議会費の予算概要でござ

います。御審議方よろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で第

１款・議会費についてを終了します。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４９分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費、第１１款・公債費、

第１２款・諸支出金及び第１３款・予備費につ

いて説明を求めます。 

○市長公室長（佐藤圭太君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市長公

室の佐藤でございます。 

 令和５年度の当初予算に係る総務費の歳出予

算を御審議いただくに当たり、関係します各部

長から、予算案に対する考え方、総括等を順に

述べさせていただきます。それでは、着座にて

説明させていただきます。 

 市長公室では、第２次八代市総合計画で掲げ

る将来像の実現に向けて、特に重点的に取り組

む５つの重点戦略のうち、持続可能な選ばれる

まち“スマートシティやつしろ”を推進するた

め、所属課の各種事業を通じて展開してまいり

ます。 

 まず、秘書広報課の広報広聴活動事業では、
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市の取組を幅広く市民にお知らせし、市政の見

える化の推進に向けて、広報やつしろの発行に

よる情報発信のほか、ホームページ、ＳＮＳと

いった様々な媒体を活用して、市政に関する情

報の発信を行います。また、エフエムやつしろ

など、報道機関とも連携し、豪雨災害からの復

興や新型コロナ関連の情報などをはじめとし

て、市民が求める市政情報の迅速かつ適切な提

供に努めます。 

 特に、広報やつしろにつきましては、今年度

に行った一部リニューアルに引き続き、全体的

なリニューアルを行い、さらに読みやすく親し

みのある、伝わる広報紙を作成し、市政の見え

る化をより一層加速化、深化させてまいりま

す。 

 また、台風の接近とコロナ禍の影響により今

年度延期といたしました、市長が市内各校区を

巡回し、重点事業などの報告や市民の意見を伺

い、市政運営の参考とする市政懇談会につきま

して、状況を注視し、適切な対策を行いながら

開催したいと考えております。市民の皆様と八

代の暮らしや将来について語り合い、市民の皆

様と一緒になって、しあわせあふれるまちづく

りに向けた取組を進めてまいります。 

 次に、人事課では、多様化する行政ニーズに

対応するためには、市職員の意識改革と能力開

発が不可欠と考え、職員自身のスキルアップや

モチベーション向上を促し、行政機能を 大限

発揮することができる人材育成に取り組んでま

いります。 

 特に研修関係では、自治大学校や各種研修セ

ンターなどへの派遣と併せて、人口減少や自然

災害への対応、市町村間の企業誘致競争等の山

積する地域課題に限られた人員で、的確かつ適

切に対応するため、若手職員のなお一層の育成

と管理監督職のさらなる意識改革を図り、課題

解決能力を持つ人材育成のための研修にも力を

入れてまいります。 

 また、職員採用試験関係では、試験方法等の

見直しを行い、減少傾向にある受験者数を増加

させ、有能な人材の確保に努めてまいります。 

 後に、国際課では、これまでコロナ禍で制

限のあった海外との人の往来にようやく再開の

兆しが見えてきましたことから、友好都市との

交流において、人的交流を踏まえたさらなる交

流の充実に取り組んでまいります。特に、令和

５年４月には、台湾基隆市との友好交流締結５

周年を迎えますことから、同年１１月に公募に

よる市民使節団を結成し、基隆市を訪問するこ

とを計画しております。 

 また、多文化共生社会の実現に向けては、や

つしろ国際協会を中心に官民が一体となり、日

本人、外国人の相互交流や異文化理解につなが

る取組を積極的に行うとともに、活動を地域全

体に広げるため、日本人、外国人問わず、より

多くの市民にやつしろ国際協会の活動を知って

いただき、参加してもらえるよう、広報、周知

活動にも取り組みます。 

 さらに、市役所の手続や相談などで活用でき

る多言語通訳システムの利用促進やコミュニケ

ーションツールとしてのやさしい日本語の普

及、情報発信にも力を入れるなど、引き続き、

日本人、外国人が共に安心して暮らせるまちづ

くりの推進に取り組んでまいります。 

 このように、市長公室では、市政の見える化

の推進、市職員の意識改革と能力開発への取

組、多文化共生社会の実現と、それぞれ継続し

た取組を要する課題ではありますが、本市の将

来像の実現に向けて、一つ一つ確実に進めてま

いりたいと考えております。 

 以上、総務費における市長公室の総括とさせ

ていただきます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部の稲本でございます。よろしくお願いい

たします。着座にて説明させていただきます。 
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 それではですね、総務企画部の総括を申し上

げます。 

 まず、新八代駅周辺グランドデザイン策定事

業では、新八代駅周辺における土地利用方針の

具体化と、これからのまちづくりを推進するた

めの全体構想としてグランドデザインを策定い

たします。 

 策定に当たっては、本市や周辺地域の現状、

課題等を整理した上で、特定用途制限地域内で

の集客をはじめ、新八代駅東側を住宅・商業施

設等のエリアに設定し、集客施設として文化コ

ンベンションセンターも位置づけ、これらを基

に、新八代駅周辺における目指すまちづくりの

将来像を具体的なイメージ図としてお示しする

こととしております。 

 次に、定住促進対策事業では、県外から本市

に移住し、定住を目的に住宅を取得する方など

を支援するために、昨年８月に創設しました移

住・定住促進補助金制度を今年度も引き続き実

施するとともに、東京や大阪等で開催されます

移住相談会に参加し、本市への移住・定住に向

け、積極的にＰＲ活動を行ってまいります。 

 次に、ＳＤＧｓ推進事業では、本年１月に開

催いたしましたやつしろＳＤＧｓキックオフシ

ンポジウムにおいて、市長が宣言いたしました

持続可能な人と企業に選ばれるまちの実現に向

け、本年度は事業者向けのＳＤＧｓセミナーの

実施や八代市オリジナルＳＤＧｓロゴマークを

作成いたしました。令和５年度においても、職

員研修はもとより、市民の皆様をはじめ、市内

の企業や団体を対象にシンポジウムなどを開催

し、ＳＤＧｓの理念の周知に取り組んでまいり

ます。 

 次に、地域情報化事業では、現在、坂本・東

陽・泉地域における難視聴対策として、市が実

施しているケーブルテレビ事業から光回線を活

用した民間事業者による放送サービスへの移行

を進めております。 

 令和５年度は、当該地域におけるサービス提

供事業者の公募・選定を行い、必要な放送設備

の整備が完了した後、令和６年度から各家庭の

サービス移行作業を進めていく計画としており

ます。 

 次に、デジタル化推進事業では、スマートシ

ティやつしろの実現に向けて、市民の利便性向

上のため、オンラインによる行政手続や施設予

約システム運用を継続するとともに、新たにキ

ャッシュレス決済が可能な窓口の拡充や業務改

革の支援ツールの導入などにより、行政サービ

スの効率化・高度化を図ってまいります。 

 次に、基幹統計調査として、住宅・土地統計

調査と漁業センサスを実施します。 

 住宅・土地統計調査は、令和５年１０月１日

を調査基準日とし、住宅及び土地の保有状況や

居住世帯に関する調査を実施するもので、約３

４００世帯が対象となります。 

 漁業センサスは、令和５年１１月１日を調査

基準日とし、漁業の生産構造や就業構造に関す

る調査を実施するもので、約２３０経営体が対

象となります。いずれの調査も５年ごとに実施

される統計調査であり、調査への御協力が得ら

れるよう周知を図りたいと考えております。 

 後に、千丁支所庁舎の管理運営事業及び鏡

支所庁舎の施設整備事業では、両支所の空きス

ペースの活用を目的として、千丁支所では、更

生保護サポートセンターが３階から２階に移転

し、鏡コミュニティセンター内にありました農

事研修センターが１階に移転することとしてお

ります。また、鏡支所では、支所西側にありま

す鏡保健センターの機能を支所の２階に移転す

ることとし、併せて老朽化したエアコンの改修

と照明のＬＥＤ化も行うこととしております。 

 総括は以上でございますが、総務企画部で

は、本年１月に設置された新八代駅周辺及び企

業誘致用地整備推進本部での全庁的な議論を踏

まえ、本市の地理的優位性やポテンシャルを生
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かした物流・人流の拠点都市としてふさわしい

まちづくりに一丸となって取り組んでまいりま

す。 

 今後も、市役所各部はもとより、国・県など

様々な関係機関と連携し、市政の総合的な推進

を図ってまいります。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○財務部長（野々口正治君） 財務部の野々口

でございます。お世話になります。財務部が所

管いたします当初予算関連の主な事業、取組に

つきまして総括を申し上げさせていただきま

す。失礼して着座にて説明させていただきま

す。 

 まず、予算関係でございますが、今回の予算

編成に当たりましては、坂本町の復旧・復興と

新型コロナウイルス感染症対策を 優先課題と

しながら、特に重点的に取り組む施策である５

つの重点戦略を計画的に推進し、さらには八代

の未来を切り拓く施策として、新八代駅周辺の

開発と新たな企業誘致用地の整備に関する予算

を盛り込んでおります。また、これらの事業を

限られた一般財源枠において実現していくため

に、行財政改革を確実に実施し、ビルド・アン

ド・スクラップの原則に基づき、これまで以上

に事業の選択と集中を意識して予算編成に取り

組んだところでございます。 

 予算規模につきましては、清掃センターの解

体に係る経費や新開消防署の建設に伴う広域行

政事務組合負担金の増加などもあり、合併後３

番目の予算規模となっております。 

 また、歳入予算におきましては、市税やふる

さと納税寄附金の増加により、自主財源が前年

度と比較して６.５％、１３億７３００万円の

増を見込んでおります。 

 今後も、自主財源の確保に努め、国や県の補

助制度や交付税措置率の高い有利な起債の活用

を図るとともに、なお一層の事務効率化や経費

削減を推進することで、財政規律の堅持と市政

発展のための投資のバランスの取れた持続可能

な財政運営に努めてまいります。 

 次に、入札・契約・検査事務関係でございま

すが、入札・契約事務の効率性、正確性の向上

を図るため、新たに契約管理システムの導入を

計画しております。 

 入札依頼から事業者の選定、契約情報の管理

などをシステム化し、既に運用している電子入

札システムとの連携を行うとともに、各課とも

情報を共有して随意契約の執行にも活用を図る

ことで、全庁的な契約事務の合理化を進めてま

いります。 

 次に、未利用財産の活用による歳入確保とい

たしまして、売却や貸付の拡大を図っており、

公共施設の利活用を取り扱う民間ウェブサイト

等への掲載や市有施設等利活用見学会を実施し

ているところでございます。 

 また、市有施設全体におけるファシリティー

マネジメントの取組として、令和５年度から運

用開始する公共施設保全システムにより、市有

施設の劣化状況等の一元的な管理を行い、施設

の長寿命化に向けて、効率的かつ効果的な予防

保全を進めてまいります。 

 次に、税関係でございます。 

 市民税につきましては、経済活動の正常化を

背景に、コロナ禍からの緩やかな回復が持続す

ると予測し、個人及び法人のいずれも税収増を

見込んでおります。また、市たばこ税におきま

しても、税制改正による段階的引上げの影響に

より増収を見込んでいるところでございます。

また、固定資産税におきましては、地価はいま

だ下落傾向にあるものの、農地等の宅地化など

により土地の税収はほぼ横ばいと見込んでおり

ますが、家屋につきましては、新増築分の上乗

せなどにより増加を見込んでおります。償却資

産につきましても、新幹線鉄道施設に係る軽減

措置の終了や新規設備投資の伸びなどの影響か
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ら増収を見込んでいるところでございます。 

 今後も引き続き、公平公正な課税に努めてま

いります。 

 後に、税の徴収につきましては、引き続き

滞納整理の早期着手を行い、現年度課税分の収

納率向上と翌年度への滞納繰越しの抑制を図り

ます。早期の催告と財産調査を徹底し、差押え

等の滞納処分を強化し、累積滞納額の削減に努

めるとともに、税負担の公平性を確保してまい

ります。 

 以上が、財務部が所管いたします主な事業、

取組につきましての総括とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 市民環境部の

谷脇でございます。 

 それでは、当委員会所管の総務費中、市民環

境部が所管いたします当初予算の主な事業につ

きまして、総括を述べさせていただきます。着

座にて説明させていただきます。 

 まず、予算の説明に入ります前に、昨日の新

聞報道にもありました、一昨日の戸籍システム

サーバーの障害発生について御報告させていた

だきます。 

 ３月１１日土曜日にシステムの保守事業者

が、戸籍システムのサーバーのアップデート作

業を行いました。保守事業者によりますと、作

業直後はシステムが稼働したとのことでした

が、翌々日の月曜日の朝はシステムが立ち上が

らず、窓口での戸籍業務全般が終日停止いたし

ました。 

 今回の戸籍システム障害により、証明発行８

９件、戸籍届２２件、他自治体からの電話照会

１７件など、計１５３件の業務が一切できない

状況となり、市民の皆様をはじめ、多くの方々

に御不便と御迷惑をおかけいたしました。誠に

申し訳ございませんでした。 

 現在、システム障害の原因発生とその対応策

について、保守事業者から正式な報告を待って

おり、その報告をもって今回の原因をしっかり

と検証し、保守事業者とともに再発防止策を講

じてまいりたいと考えております。 

 それでは、令和５年度の市民環境部関係予算

について説明させていただきます。 

 市民活動政策課が所管します住民自治の推進

についてでございます。 

 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染

症の影響により、多くの地域イベントが中止と

なっておりましたが、国の取扱いの見直し等に

伴い、来年度はそれぞれの地域協議会において

創意工夫の下、地域の特色を生かしたまちづく

り活動をより活発に展開していただけるものと

考えております。 

 市としましても、地域協議会活動交付金や地

域みらいづくり補助金など、財政支援を行いま

すとともに、地域の人材育成にも引き続き取り

組んでまいります。 

 次に、コミュニティセンターの施設整備でご

ざいますが、今後も防災拠点として機能充実を

図りますとともに、地域活動の拠点として、誰

もが利用しやすい施設となるよう、令和５年度

は麦島コミュニティセンターの空調整備や各コ

ミュニティセンターの不良箇所の修繕などを計

画的に進めてまいります。 

 特に、令和７年中の再建を目標としておりま

す坂本コミュニティセンターにつきましては、

地域の皆様と意見交換を行いながら、支所等の

整備と連携し、令和５年度は施設の基本設計及

び実施設計を進めてまいります。 

 また、八代市公共施設個別施設計画で建て替

えが示されている金剛コミュニティセンターに

つきましても、令和５年度は建て替えに係る基

本構想及び基本計画の策定を進めてまいりま

す。 

 次に、市政協力員関係でございますが、市政

協力員の皆様には、市の多くの部署が様々な事

務をお願いしており、市民と行政をつなぐ重要
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な役割を担っていただいております。特に災害

時におきましては、担当地区内の被害や避難状

況の連絡などを担っていただいており、住民の

皆様が安心して暮らせるまちづくりのために尽

力いただいてるところでございます。 

 しかし、近年、世代間の希薄化や急速な高齢

化などもあり、市政協力員の成り手不足が懸念

されますことから、各地域の御意見を伺いなが

ら、引き続き担当地区の再編や業務の見直しな

どを行ってまいります。 

 次に、人権政策課が所管します人権啓発につ

いてでございます。 

 誰もが生き生きと暮らせるまち、人権が尊重

されるまちづくりの実現を目指し、人権啓発セ

ンターを活用しながら、人権尊重の意識と実践

力を養う学習活動を展開することで、市民の人

権意識の高揚が図られますよう、啓発活動の推

進に取り組んでまいります。 

 男女共同参画につきましては、あらゆる分野

において男女が共に活躍できる社会づくりに向

け、様々な取組を引き続き進めてまいります。 

 また、第２次八代市男女共同参画計画の計画

期間が令和５年度末で終了しますことから、令

和５年度は、これまでの成果や課題、国・県の

動向、社会情勢の変化や令和４年度に行いまし

た市民意識調査及び事業所調査の結果を踏ま

え、第３次八代市男女共同参画計画の策定を予

定しております。 

 青少年健全育成につきましては、地域協議会

や学校、警察及び青少年指導員による巡回街頭

指導、八代地区保護司会等と連携した社会を明

るくする運動などを通して、今後も啓発活動を

実施してまいります。 

 後に、市民課でございます。 

 現在、市民課窓口では、デジタル技術を取り

入れた窓口運営の一つとして、非接触型レジや

キャッシュレス決済のほか、マイナンバーカー

ドとスマホを利用した証明書のオンライン申請

を受け付けております。自宅等からの申請をオ

ンラインで受け付けた後に証明書を発行し、申

請者へ郵送することと併せ、証明書発行手数料

や郵便料の支払いについてもクレジットカード

決済を利用することで、市役所への来庁が不要

となる仕組みとしております。 

 また、マイナンバーカードを使って、お近く

のコンビニで証明書を取得できるコンビニ交付

では、令和４年１２月１日から証明書発行手数

料を窓口より１００円安く設定しております。

このほか、ゆめタウン２階に設置しましたマイ

ナンバーカードサテライトでは、サテライトで

の申請や企業・地域への出張申請など、マイナ

ンバーカードの普及促進策を引き続き実施しま

す。 

 加えて、今後増加していくマイナンバーカー

ドの更新や暗証番号再設定などにも対応し、市

民課窓口との分散化による待ち時間解消と市民

サービスの向上に努めてまいります。 

 また、引っ越しシーズンの到来を受け、転

入・転出等の手続で市民課窓口を訪ねてこられ

る方が急増してまいります。休日窓口や夜間窓

口の開設など、市民の方にとって利用しやすい

窓口づくりになるよう、引き続き取り組んでま

いります。 

 以上でございますが、今後も市議会をはじ

め、市民の皆様の御意見をお聞きしながら、改

善すべきところは改善し、事業の着実な遂行に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） 午前中の審査は、第

２款・総務費の説明の途中までとし、休憩いた

します。 

 午後は１時１５分から再開いたします。 

（午後０時１２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１５分 開議） 

○委員長（古嶋津義君） 休憩前に引き続き総
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務委員会を再開いたします。 

 第２款・総務費について、説明の途中であり

ましたので、引き続き説明をお願いいたしま

す。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部の

岩瀬でございます。午後からもよろしくお願い

いたします。失礼しまして着座にて説明いたし

ます。 

 それでは、お手元のタブレットにて議案第８

号・令和５年度八代市一般会計予算をお願いし

ます。総務委員会付託分のうち、款２・総務

費、款１１・公債費、款１２・諸支出金、款１

３・予備費について説明いたします。 

 説明に当たりましては、職員給与経費は省略

しまして、新規の取組や事業費の大きいものを

中心に説明いたします。 

 それでは、５５ページをお願いします。 

 下段の表、款２・総務費でございます。項

１・総務管理費、目１・一般管理費は３３億８

４０８万２０００円を計上しております。前年

度と比較して１億２１９９万３０００円減額し

ておりますが、主な要因としましては、説明欄

の１つ目の一般職において、定年延長等により

退職手当が前年度当初より約７億円の減による

もの等でございます。ただ、一方で次の５６ペ

ージ、説明欄の下から３つ目のふるさと納税事

業は、前年度当初比で約５億円増加していると

ころでもございます。これ以外としまして、説

明欄の中ほどにあります入札・契約・検査事務

事業１２９２万３０００円は、通常の事務事業

に加えて入札案件や確認項目の増加等に対処す

るため、新たに契約管理システムを導入するも

のでございます。なお、当初予算の歳入の説明

の際、申し上げましたように、システムの使用

料については令和６年度から１０年度までの債

務負担行為を設定しております。 

 次に、説明欄下から８つ目、職員採用・昇任

試験事業５３２万７０００円は、主に職員採用

試験や係長昇任試験に関連する経費などでござ

います。近年、減少傾向にある受験者数を増や

し、有能な人材を確保するため、テストセンタ

ー方式の導入など、試験方法の見直し等により

充実・強化を図ることとしております。 

 次に、下から４つ目職員研修事業９２４万８

０００円は、階層別研修として、新たに新規採

用職員を対象としたビジネススキル強化、業務

への取組姿勢や勤労意欲向上のための研修を行

うなど、時代に即応した研修を実施することと

しております。 

 次に、その下、ふるさと納税事業１１億９０

０１万７０００円は、当初予算の歳入で申し上

げましたように、令和５年度は前年度より約８

億円増の約２０億円の寄附を見込んでおります

ので、特産品などのふるさと納税謝礼に７億４

０３３万円、ポータルサイト利用に２億１８５

６万３０００円、ふるさと納税業務委託に１億

７０００万円、郵便料２０６８万１０００円、

クレジットカード決済手数料１２６７万７００

０円などを計上しております。 

 次に、その下のふるさと納税ＰＲ事業３３０

８万６０００円は、新聞・雑誌掲載、パンフレ

ット作成等委託費、各種イベント出展経費など

のほか、新たにＰＲ動画作成委託費などを計上

しております。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 目１の説明欄の下から４つ目、市政協力員関

係事業１億１２８２万７０００円は、各地区の

市政協力員３３０人への委託料１億４２４万７

０００円のほか、市政協力員事務費、市政協力

員研修費等補助金などを計上しております。 

 次に、その下、台湾基隆市友好交流事業５１

１万円は、本市と台湾基隆市との友好関係によ

り、相互発展を目指して平成３０年４月に締結

した友好交流協定に基づくもので、令和５年度

は友好交流協定締結５周年となることから、市
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長を団長とした市民使節団の派遣経費などを計

上しております。 

 続きまして、中段の目２・文書広報費は１億

７９９２万３０００円を計上しております。説

明欄下から２つ目、広報広聴活動事業５５６４

万９０００円は、広報やつしろの印刷製本費が

主なもので、その他、ゼロカーボンシティ宣言

を踏まえ、軽貨物の電気自動車１台の購入、住

民から行政への問合せにＡＩが回答するＡＩチ

ャットボットの運用経費などを計上しておりま

す。 

 ５８ページをお願いします。 

 目３・会計管理費は２２６２万７０００円を

計上しております。会計管理事務事業に係る経

費でございます。 

 次の目４・財産管理費は５億８１４４万８０

００円を計上しております。説明欄の２つ目の

市庁舎管理運営事業（本庁）２億５６０５万３

０００円は、新庁舎の維持管理に係る経費が主

なもので、施設の常駐管理や保安警備、受付業

務などの包括委託を行う総合管理業務委託や電

気料、新庁舎関連以外では、坂本支所仮設庁舎

のリース料、そのほかゼロカーボンシティ宣言

を踏まえ、市民の方が使用する電気自動車の充

電用として急速充電器１台を本庁舎敷地内に新

たに設置するリース料などを計上しておりま

す。なお、当初予算の歳入等の説明の際、申し

上げましたように、リース料については令和６

年度から１５年度までの債務負担行為を設定し

ております。 

 次に４つ目、市庁舎管理運営事業（千丁支

所）３４７２万８０００円は、農事研修センタ

ー移転に伴う改修工事などを計上しておりま

す。 

 次に、説明欄中ほどの市有財産管理事業（本

庁）１６２３万７０００円は、普通財産の運用

管理や未利用財産の活用、公用車の保守や維持

管理を行うもので、多くの公用車が本庁舎に集

約されることを機に、公用車管理効率化支援業

務委託２９７万円などを計上しております。 

 次に、説明欄 後の市庁舎施設整備事業（鏡

支所）１億１６００万円は、市庁舎の空調・照

明などを令和５年度、６年度にかけて、総事業

費２億９０００万円で改修するもので、債務負

担行為を設定しております。 

 ５９ページをお願いします。 

 目５・企画費は５億９７６万円を計上してお

ります。前年度と比較して１億２２９２万２０

００円増加しておりますのは、主に説明欄 後

の復興推進事業関係によるものでございます

が、令和２年７月豪雨に関する特別委員会の付

託事項となりますので、内容の説明は省略いた

します。 

 これ以外としまして、説明欄５つ目、定住促

進対策事業６８４万２０００円は、熊本県移住

支援事業費補助金活用事業により、１世帯１６

０万円、単身世帯で６０万円を上限に支援する

移住支援金や、ふるさと八代元気づくり応援基

金活用事業により、新たに県外から本市に移住

し、定住を目的に住宅を取得する方に上限５０

万円を支給する移住・定住促進補助金などを計

上しております。 

 次に、説明欄の中ほどの住民自治推進事業７

３２２万円は、住民自治組織である２１か所の

地域協議会の運営を支援するための地域協議会

活動交付金や、地域みらいづくり補助金などを

計上しております。 

 次に、説明欄の下から３つ目ＳＤＧｓ推進事

業５３４万６０００円は、市域全体へＳＤＧｓ

の理念の浸透を図り、将来にわたって持続可能

なまちづくりを推進するもので、職員研修や普

及啓発業務委託の経費などを計上しておりま

す。 

 次に、下から２つ目、新八代駅周辺グランド

デザイン策定事業１０５３万６０００円は、新

八代駅周辺における土地の利用方針の具体化
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と、これからのまちづくり推進の全体構想を策

定するもので、先進地視察等経費、グランドデ

ザイン策定業務委託を計上しております。 

 次に、目６・情報推進費は３億３２２８万７

０００円を計上しております。前年度と比較し

て２億８７７５万１０００円の減となっており

ますが、超高速ブロードバンドの整備の完了が

主な要因でございます。 

 まず、説明欄の１つ目、基幹システム運用事

業１億７９０万７０００円は、基幹システムの

安定稼働のため、システム保守やツール開発、

データバックアップ等の運用を行うもので、基

幹系システム使用料、基幹業務システム機器リ

ース料や、新たに自治体システム標準化業務委

託などを計上しております。 

 次に、説明欄の３つ目、情報化端末等運用事

業９４２２万１０００円は、職員が使用する情

報化パソコン１９７０台の賃借料、マイクロソ

フト３６５などのソフトウエア使用料などを計

上しております。 

 ６０ページをお願いします。 

 目６の説明欄の２つ目、地域情報化事業９９

２万円は、令和４年度で超高速ブロードバンド

の整備が完了したところですが、令和５年度は

公共施設におけるＷi－Ｆi 化のため、コミュニ

ティセンター９か所への設置工事費などを計上

しております。なお、当初予算の歳入等で申し

上げましたように、難視聴地域での民間放送事

業者によるテレビ放送設備構築事業への補助に

ついて、債務負担行為を設定しております。 

 説明欄の３つ目、デジタル化推進事業８４８

万４０００円は、デジタル技術を活用したデジ

タル市役所の構築に必要な環境整備などを行う

もので、市民の利便性と窓口業務の効率化のた

め、キャッシュレス決済端末を市民税課、千丁

支所、鏡支所の３か所に導入するほか、施設予

約システム関係経費やオンライン申請システム

関係経費などを計上しております。 

 続きまして、中段の目７・交通防犯対策費は

１億３６２６万２０００円を計上しておりま

す。説明欄一番下の生活交通確保維持事業８０

５０万円は、中山間地域の交通移動手段確保の

一環として、乗合タクシー運行事業補助金７７

１４万８０００円、五家荘地域自家用有償旅客

運送事業補助金３１１万６０００円などを計上

しております。 

 ６１ページをお願いします。 

 目８・人権啓発費は１億１０４１万５０００

円を計上しております。 

 説明欄の 後の青少年健全育成事業１０２３

万５０００円は、青少年相談員や青少年指導

員、いじめ調査委員会委員の報酬などを計上し

ております。 

 続いて、中段の目９・コミュニティセンター

費は２億６５９１万６０００円を計上しており

ます。説明欄の 後のコミュニティセンター施

設整備事業１億２０４３万５０００円は、金剛

コミュニティセンター建て替えに係る基本構

想・基本計画策定業務委託１３００万円、麦島

コミュニティセンター空調設置工事９５００万

円などを計上しております。 

 ６２ページをお願いします。 

 目１０・公平委員会費では、事務事業費とし

て１１３万６０００円を計上しております。 

 次の段になります。目１１・諸費は、１億２

７４万４０００円を計上しております。過年度

の国県支出金の精算に伴う準備金として、説明

欄中ほどの国県支出金等返還金事業５０００万

円や、前年度の法人市民税などの精算に伴う還

付金の準備金として、市税還付金事業５０００

万円などを計上しております。 

 ６３ページをお願いします。 

 項２・徴税費、目１・税務総務費は５億８７

０万円を計上しております。主に市民税、資産

税の事務事業経費でございます。 

 次に、目２・賦課徴収費は１億４４６８万２
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０００円を計上しております。説明欄の１つ目

から市民税部門３７８２万円は、納付書印刷・

印字・封緘業務委託、基幹税務システム等改修

業務委託など、資産税部門７９９８万７０００

円は、地番現況図等作成業務委託、不動産鑑定

業務委託、納税通知書作成等業務委託などを計

上しております。なお、このうち、市県民税、

軽自動車税、固定資産税の納税通知書について

は、令和５年度から６年度までの債務負担行為

を設定しております。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 上段の表になります。項３・目１・戸籍住民

基本台帳費は３億３９２４万円を計上しており

ます。説明欄２つ目の戸籍住民基本台帳事務事

業５３６２万３０００円は、事務補助員経費、

戸籍システムリース料などを計上しておりま

す。説明欄３つ目の番号制度導入事業８８５８

万円は、マイナンバーカード普及促進に伴い、

ゆめタウン八代に開設しているサテライトにお

いて、本庁や支所と同様にカード交付、更新、

再設定などの業務や出張申請の実施などのた

め、事務補助員経費や対応機器のリース料、郵

便料などを計上するほか、郵便局と連携した申

請受付を行うこととしております。 

 次に、下段の表、項４・選挙費、目１・選挙

管理委員会費は４３５６万７０００円を計上し

ております。選挙管理委員会事務事業２６９万

３０００円は、選挙管理委員４名分の報酬１３

３万円が主なものでございます。 

 ６５ページをお願いします。 

 中ほど以降の目２・県議会議員選挙費は３９

６２万２０００円、目３・県知事選挙費は６７

０１万７０００円を計上しております。いずれ

も投票立会人、投票管理者及び投票事務補助員

などの報酬やポスター掲示場の作成、設置、維

持、撤去などの業務委託などが主なものでござ

います。 

 ６６ページをお願いします。 

 下段の表、項５・統計調査費、目１・統計調

査総務費は１７４３万５０００円を計上してお

ります。 

 ６７ページをお願いします。 

 上段の表、目２・基幹統計費は９９４万１０

００円を計上しております。前年度と比較して

４８８万１０００円の増となっておりますが、

説明欄中ほどの漁業センサス事業、住宅・土地

統計調査事業などによるものでございます。 

 次に下段の表、項６・目１・監査委員費は４

６９０万９０００円を計上しております。常勤

監査委員や一般職の職員給与費のほか、説明欄

２つ目の監査事務事業２５９万８０００円は、

非常勤監査委員２名分の報酬１５９万２０００

円が主なものでございます。 

 以上が総務費でございます。 

 続いて、大きく飛びまして１１８ページをお

願いいたします。 

 中段の表、款１１・公債費でございます。項

１・公債費、目１・元金は６６億６０５０万２

０００円を計上しております。前年度と比較し

て３億５２１５万５０００円増加しております

が、説明欄の長期債償還元金事業のうち、新庁

舎建設費借入金の償還が始まること等によるも

のでございます。 

 次の目２・利子は３億１９０８万５０００円

を計上しております。説明欄の長期債償還利子

事業３億１８８４万円及び一時借入金利子事業

２４万５０００円でございます。 

 次に、下段の表、款１２・諸支出金でござい

ます。項１・基金費で目１・財政調整基金費４

９８万２０００円、目２・市有施設整備基金費

１７５万円、目３・減債基金費４５５万１００

０円は、いずれも基金の運用で生じた利子を基

金に積み立てるものでございます。 

 １１９ページをお願いいたします。 

 目４・ふるさと八代元気づくり応援基金費７

億７８１１万３０００円は、本市へのふるさと
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納税寄附金から、返礼品等に係るふるさと納税

事業及びふるさと納税ＰＲ事業に充当した残り

と基金運用利子を積み立てるものでございま

す。 

 次の目５・まちづくり交流基金費３１万４０

００円は、基金運用利子を積み立てるものでご

ざいます。 

 次の目６・平成２８年熊本地震復興基金費３

３万８０００円は、平成２９年度、県の復興基

金からの交付金を原資として創設した基金でご

ざいまして、令和５年度の県の復興基金を活用

した基本事業の実施に伴い交付される事務費交

付金のうち、事業に充当できない分と基金運用

利子を積み立てるものでございます。 

 次の目７・新型コロナウイルス感染症対策基

金費６９万６０００円は、令和２年度に新型コ

ロナウイルス感染症対策として、国の臨時交付

金を原資として創設した基金でございまして、

基金運用利子を積み立てるものでございます。 

 後に、下段の表、款１３・項１・目１・予

備費でございます。予算執行における緊急対応

分として予備費２０００万円を計上しておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本敬晃君） 広報広聴活動事業で公

用車として電気自動車を購入されると。ゼロカ

ーボンシティ宣言を踏まえてですね。それで、

何か市有財産管理事業では公用車、ハイブリッ

ド車を購入とありますけど、特に別に今後、公

用車は電気自動車に全部していくわけじゃなく

て、この広報広聴活動の事業としては、公用車

は電気自動車というだけという形でよろしかっ

たですか。 

 今後、公用車を全部電気自動車に換えていく

というわけじゃないということですね。 

○財産経営課長（山本浩司君） こんにちは。

財産経営課、山本です。 

 財産経営課のほうで要求しておりますのは、

ハイブリッド車ですね。電気自動車も含めて電

動車というところで、大まかには国のほうが電

動車化を進めていくというところがありますの

で、今後の方向性としては、そちらのほうに進

むのかなとは思いますが、はっきりした数字で

示しているわけではございません。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） ですから、今後の、今

年度だけじゃなくて、来年度とかも、もし公用

車を購入される場合があるときというのは、そ

れはもう今後ずっと電気自動車を購入するわけ

じゃなくて、ハイブリッド車を購入したりとか

ってこともあるということでよろしかった…

…。 

○財務部長（野々口正治君） 全体的な計画と

いいますか、そういった目標といいますか、そ

の目安的な指針的なものなんですが、今後、公

用車として買換えを行っていく際には、今の山

本課長のほうからもありましたが、完全な電動

車と、あとハイブリッド、そういったものを含

めて電動車というんですが、基本的に買換えに

ついては、そういった電動車のほうを導入して

いくというふうに考えております。 

 ただ、やはり完全なＥＶ車というのは、走行

距離でしたり、価格の問題、あと車種の種類い

ろいろございますので、買換えを必要とする課

かいが、ＥＶ車のほうでいいかどうかというの

もいろいろございますので、ハイブリッド車と

かも含めながら検討をしていく。ただ、全体の

方向性としては電動車のほうに転換していくと

いう考えを持っております。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 予算書だと５８ページ
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になります。市有財産管理事業の中にですね、

すいません、予算書の説明欄にはないんですけ

ど、議案の概要のほうにですね、新規で古城町

の市有地境界確認業務委託というのがあるんで

すけど、その内訳の中にですね。そうすると、

事業の場所と、その確認業務が発生するという

ことは、資産の売却をですね、進めていらっし

ゃる中で何か見込みがあったのかなって感じた

もんですから、場所とその事由を教えていただ

ければと思います。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課、

山本です。 

 古城町の市有地につきましてですね、麦島コ

ミセンの近くで、やすらぎ保育園さんの裏手に

なるんですけれども、６５０平米ほどの市有地

がありまして、ある程度比較的広い土地という

ことで、本年度ですね、１１月に市有財産見学

会の対象にしまして、不動産事業者さんからも

お問合せがあっておりますので、来年度できま

したら、売却できたらというところで予算を上

げさせていただいております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（村川清則君） この概要の中の５ペー

ジの職員採用・昇任試験事業でですね、一部試

験において、テストセンター方式及びウェブ方

式を導入ってあるんですが、もうちょっと何か

詳しく説明、お願いしたいと思います。 

○人事課長補佐（元村純子君） 人事課の元村

でございます。よろしくお願いいたします。 

 新たな取組といたしまして、試験問題を提供

する委託業者が用意した公的資格試験の会場で

パソコンを使用して１次試験の筆記試験を受験

していただくというものがテストセンター方式

となります。全国３２０か所以上の会場がござ

いますので、大学進学などで県外に出ている方

にもですね、受験をよりしていただけるものと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。村

川委員。 

○委員（村川清則君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） 同じく予算書の同じく

５８ページの市庁舎管理運営事業の中で電気料

とか、ガス代とかですね。今、 も値上がり、

高騰とか激しい部分がある分に関してですね、

この予算組まれる時期的なときには反映する分

だけの材料があったのかなということですね。

今後、まだまだ先行き不透明な中でのお見込み

というのはどんな感じだったんでしょうかとい

う点でお尋ねをしたいと思います。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課、

山本です。 

 この予算要求時点での、そのときの電気料で

すとか、ガス代で積算しておりますので、ま

た、今後、不透明な部分といいますか、流動的

な部分がありますので、その際、また補正予算

なりも御提案させていただくことになる場合も

あろうかとは思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） 予算書だと、次５９ペ

ージになります。 初どっちから行こうかな。

住民自治推進事業の中でですね、交付金の分は

分かるんですけど、地域みらいづくり補助金、

人・地域に３０万円ということで、また、継続

で予算とされとっとですけど。この補助金とで

すね、考え方、まず、その性質から、ちょっと

お尋ねしたいなと思います。 
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○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 市民活動政策課の吉井で

す。よろしくお願いします。 

 この補助金につきましては、地域協議会がま

ちづくりの活動を主体的に行うことを支援し、

地域のみらいづくり活動を目的として交付して

おります。いろんな中にありますが、地域の課

題でありますとか、次世代育成に関する事業で

ありますとか、そういったものに取り組んでい

ただくときに出している補助金でございます。 

○委員（堀 徹男君） 支出的にはですよ、団

体運営の補助なのか、それとも事業に対する事

業費の補助なのかという点については、どちら

に該当するんですかね。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 地域協議会を相手にして

おりますけれども、事業を中心、何を取り組む

かについて補助金の申請を上げてもらって、そ

れに出しております。 

○委員（堀 徹男君） 事業費補助金──事業

費の補助ということなんですけど、昨今のです

ね、地域協議会の予算決算あたり見てみると、

コロナ禍で事業がですね、縮小されたりとかし

て、剰余金が多分に発生してる場合もあるんじ

ゃないかなと。その中で、自力で事業費の工面

ができるような状況でも、やっぱり活性化補助

金として事業費の補助を出すということは、個

別にその事業計画をされた分に対して出されて

いるのかなというふうに思うんですけど。すい

ません、その事業費補助の考え方がですね、ど

んなふうに思ってらっしゃるのかなと、そこを

伺いたいです。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 計画していただいて補助

金申請をしていただいて、例えば、イベントと

か、今年度でありますと、どんどやとか、歩け

歩けとか、史跡巡り、野外の活動についてはで

すね、大分出てきておりまして、そういったも

のに補助をしとります。 

 あとですね、まちづくり計画作成とかです

ね、あと広報紙の発行とか、あと環境美化整備

事業ということで、環境をきれいにするための

道具を買ったりとか、そういう事業に補助金を

出しております。 

○委員（堀 徹男君） 地域協議会設置当初

の、この同じ３０万円て額だけで見ればです

ね、当初は地域協議会が軌道に乗るまでの団体

運営費補助だったって思うとですよね。それが

いつしか、この事業費補助という形になってき

て。その補助金で、何というんですかね、意図

としては今お伺いした分で分かるとですけど、

いつかは補助金の終期というものがですね、訪

れんといかんとじゃないかなと。言わば、団体

のですね、自主性とか、自立性とかっていうの

を確立していただかんといけないものだと私は

思ってるんですけど、その点についてはいかが

お考えですか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 補助金につきましてはで

すね、３年に１回見直しをしておりまして、

今、地域みらいづくり補助金は５年度までとし

ております。地域協議会活動交付金のほうにつ

きましてはですね、使用の用途がですね、資源

回収とかですね、敬老会とか、限られた部分が

ありますので、事業を行うのにですね、お金が

必要ということで伺っておりますので、その辺

をですね、剰余金があるのかどうかも含めまし

て検討して、次、またどうするかを考えていき

たいと思います。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 同じような部分でです

ね、その下かな、各支所地域振興事業になりま

すけど、新規でですね、地域振興業務委託とい

うのをまた新しくつくられてるんですよね。具
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体的に地域振興をどんな業務を委託していかれ

るのかなという点について伺いたいと思いま

す。 

○総務企画部次長（廣兼和久君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務企画

部の廣兼でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 支所の地域振興事業ということで、新たに５

０万円ついてる部分でございますが、令和５年

４月より支所を再編をするというところであり

まして、今３つの地域事務所がございますが、

こちらのほうが支所の課ということで統合され

るような格好になります。それに伴いましてで

すね、支所機能の強化を踏まえまして、持続可

能な支所地域の振興を積極的に取り組んでいた

だくために、地域振興ビジョンというのを策定

しております。これに伴いまして、この計画を

進めていく上で支所の裁量で使用できる予算が

必要になるというところから、今回の事業の予

算の計上をしたというところになります。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（山本敬晃君） コミュニティセンター

費に関連するかと思うんですけど、コミュニテ

ィセンターのその設備とかの点検といいます

か、これは市民の方からですね、おむつ台がち

ょっと何か汚過ぎてちょっと使えなかったとか

ですね。あと植え込みの雑草とか、全然伸びっ

放しとかっていうお話を伺って、そういった清

掃だったり、その設備の点検というのは、どの

くらいの頻度でどなたが行われているのかなと

いうのをちょっとお聞きしたいんですけど。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） コミュニティセンターの

ですね、点検につきましては、日頃、職員が在

中しておりますので、職員のほうでしていただ

くというふうな形になっております。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（山本敬晃君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） ありませんですね。

なければ、以上で第２款・総務費、第１１款・

公債費、第１２款・諸支出金及び第１３款・予

備費についてを終了します。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時００分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について、総務企画部

から説明を願います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部の稲本でございます。よろしくお願いい

たします。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、令和５年度一般会計予算・第８

款・消防費につきまして総括をさせていただき

ます。 

 初めに避難所等設備整備事業につきましてで

すが、毎年のように全国各地で自然災害が頻発

し、甚大な被害が発生しております。本市にお

きましても、平成２８年熊本地震や令和２年７

月豪雨により甚大な被害を受けたことから、こ

のような災害を想定し、避難所の機能強化など

を推し進める必要があります。そのようなこと

から、地域住民の緊急避難場所として重要な役

割を果たしている小・中学校体育館への空調設

備の整備を計画的に行っております。令和５年
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度における設置場所としては、松高小学校をは

じめ、６校を予定しております。 

 次に、広域行政事務組合負担金事業につきま

しては、令和５年度から６年度にかけて建設す

る新開消防署庁舎の令和５年度分の本体工事費

等を負担することとしております。 

 次に、災害時用備蓄資材整備事業につきまし

ては、本市の地域防災計画に基づき、避難所収

容人数の１日相当分の備蓄品を確保・保管し、

発災時における被災者への早期支援を実施する

ため、現在、市内の複数箇所に拠点となる大型

の防災備蓄倉庫の整備を進めております。令和

５年度は、東陽町に新設するほか、現在整備中

の新開消防署敷地内に新設するための設計業務

を行うこととしております。 

 次に、防災対策事業では、逃げ遅れゼロの実

現に向けた取組として、ウェブ版ハザードマッ

プの情報を更新し、本市の災害リスクや避難場

所、河川情報等の周知を行ってまいります。ま

た、自助・共助による地域防災力向上の取組に

ついてですが、自主防災組織等の活動活性化を

図るため、引き続き、講演会や研修会の開催や

訓練等の支援に取り組んでまいります。 

 今後とも、災害に強く安全・安心なまちづく

りに向け、各関係機関との連携・協力の下、防

災基盤・体制の充実に取り組んでまいりますの

で、御理解、御協力をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 以上、消防費の総括といたします。詳細につ

きましては、廣兼総務企画部次長から説明いた

します。よろしくお願いします。 

○総務企画部次長（廣兼和久君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総

務企画部、廣兼でございます。よろしくお願い

いたします。それでは、着座にて説明させてい

ただきます。 

 それでは、令和５年度八代市一般会計予算の

うち、歳出の消防費分について説明させていた

だきます。 

 一般会計予算書の１０１ページをお願いいた

します。 

 款８・消防費、項１・消防費、目１・常備消

防費として２３億９３０９万３０００円を計上

しております。これは、広域行政事務組合負担

金事業で、八代広域行政事務組合消防本部通常

消防負担金１６億９５３３万１０００円、新開

消防署の建設に伴う負担金６億９７７０万７０

００円、権限移譲事務負担金５万５０００円と

なっております。なお、前年度に比べ３億２６

２２万１０００円の増となっておりますが、こ

れは、令和５年度と６年度にかけて建設する新

開消防署の本体工事に係る負担金の増が主な要

因となっております。特定財源といたしまし

て、権限移譲委託金など県支出金２４万５００

０円、合併特例債６億６１３０万円、平成２８

年熊本地震復興基金繰入金などその他の財源３

１５６万７０００円がございます。 

 次に、目２・非常備消防費で２億９９４１万

８０００円を計上しております。前年度に比べ

９７１万３０００円の減となっておりますが、

これは前年度に比べ、小型動力ポンプの更新台

数が少ないことによるものです。特定財源とい

たしまして、石油貯蔵施設立地対策等交付金、

電源立地地域対策交付金などの県支出金２４３

９万５０００円、地方債といたしまして、過疎

債６９０万、緊急減災・防災事業債１８００万

の計２４９０万円、消防団員退職報償金などの

その他の財源５５８６万９０００円となってお

ります。 

 説明欄を御覧いただきたいと思います。 

 消防操法大会等事業１５７万８０００円は、

出初式のパイプ椅子等の設備委託料３７万５０

００円、県女性操法大会に係る女性団員及び団

幹部の費用弁償３１万５０００円、県女性操法

大会用のホース購入３０万２０００円が主なも

のでございます。 
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 次に、消防団育成及び消防団員教育事業６４

４万６０００円は、消防団幹部先進地研修９４

万８０００円、消防団７３分団の運営補助金１

９４万２０００円、団本部運営補助金５３万２

０００円、年末警戒補助金２３４万円が主なも

のでございます。 

 次の消防団活動事業２億２９１７万１０００

円は、消防団員２３００名の報酬８９１６万６

０００円、退職報償金掛金４８００万円、退職

報償金５４７５万円、出動手当２１３０万円が

主なものでございます。 

 次の消防団整備事業６２２２万３０００円

は、小型動力ポンプ積載普通車３台２０８８万

円、軽自動車２台１１２９万６０００円、小型

動力ポンプ５台１３６４万６０００円が主なも

のでございます。 

 次に、目３・消防施設費で２４８３万５００

０円を計上しております。これは、昭和明徴町

のポンプ格納庫敷地擁壁改修工事１１６万６０

００円、竹原町の消防団車庫新設３４０万円、

消火栓負担金１３６５万円が主なものでござい

ます。前年度に比べ、２６９万４０００円の増

となっておりますが、これは水道局及び八代生

活環境事務組合への消火栓の新設や工事にかか

る負担金の増額が主な要因となっております。

特定財源といたしまして、地方債として緊急防

災・減災事業債３４０万円となっております。 

 次に、目４・防災管理費で３億８４６５万３

０００円を計上しております。前年度に比べ２

億５７５８万９０００円の増となっておりま

す。これは、避難所の機能強化として整備する

学校体育館への空調設備設置工事が主な要因で

ございます。特定財源は、国庫支出金である防

災安全交付金と県支出金である球磨川水系防

災・減災ソフト対策等補助金の合計１４４０万

５０００円、地方債といたしまして緊急防災減

災事業債が３億２５９０万円、その他の財源と

いたしましては、平成２８年度熊本地震復興基

金繰入金や地域福祉基金繰入金など８６５万６

０００円となっております。 

 説明欄の上から２つ目、防災行政情報通信シ

ステム管理運営事業１８６８万３０００円は、

システム運用保守業務委託料１１７７万円が主

なものです。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 説明欄上段の防災訓練事業１６５万３０００

円は、総合防災訓練費用１５９万６０００円と

住民参加型防災訓練５万７０００円です。 

 次の防災対策事業１１７５万２０００円は、

ウェブ版八代市ハザードマップ更新業務委託２

６４万円や職員用防災服購入費１０９万４００

０円、ポータブル電源購入費２５万４０００

円、自主防災組織設立補助・訓練等活動補助４

０万円が主なものとなっております。 

 次の避難行動要支援者関係事業の健康福祉政

策３４万円は、高齢者や障害者などの災害時の

避難において支援を必要とする方の名簿である

避難行動要支援者名簿の作成・管理を行う経費

となっております。また、危機管理２４４万２

０００円は、避難行動要支援者システムのサー

バー更新及び保守費用でございます。 

 次の災害時用備蓄資材整備事業１９１０万７

０００円は、食料や飲料水などの備蓄消耗品５

５０万円、東陽町に新設する防災備蓄倉庫１０

００万円、現在建設中の新開消防署内に新築予

定の防災備蓄倉庫の設計業務委託３２９万７０

００円が主なものとなっております。 

 説明欄 後の避難所等設備整備事業３億２７

４３万８０００円は、学校施設体育館への空調

設備設置工事として、令和５年度実施予定６校

分３億３２０万円、令和６年度工事予定６校分

の実施設計委託としての２２７７万５０００円

が主なものでございます。 

 以上で消防費の説明を終わります。御審議よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部
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分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本敬晃君） 防災対策事業について

ですけど、自主防災組織設立補助・活動助成補

助金ってありますけど、大体自主防災組織はど

ういったものが認められるのかというところ

と、活動助成の補助金はですね、使うためにや

っぱり何かいろんな書類とか提出があると思う

んですけど、そういった要件とかどうなってい

ますでしょうか。 

○危機管理課長（松本康祐君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）危機管理課の

松本でございます。 

 委員、質問２つありましたが、１つ目が自主

防災組織のどういうところが認められているか

というのが１つ目の質問……。 

○委員（山本敬晃君） 補助金が出ると思うん

ですけど、どういった要件とかがあるのか。 

○危機管理課長（松本康祐君） 要件が１つ

目、はい。２つ目の……。 

○委員（山本敬晃君） その活動助成も、これ

は補助金が出ると思うんですけど、その要件

も。 

○危機管理課長（松本康祐君） お答えいたし

ます。 

 まず１つ目の委員の質問ですが、要件として

はですね、その自主防災組織を立ち上げようと

されてるところが、もうそれぞれの役職も決め

られて、それで、きちんとこういうところで、

うちの、例えば、町内であるとか、その組織で

こういうことをしたいというふうな明確な目的

を持っていらっしゃれば、それはもう要件に当

たるということになります。 

 ２つ目の委員の御質問ですけれども、この補

助金の要件といいますか、というのは、その設

立をされるときにですね、例えば、新規で組織

をつくられる場合に設立促進補助金として、１

つの団体に５万円、もう活動をされてらっしゃ

る既存の組織においては、その活動活性化事業

補助金という名前で上限３万円というのが、申

請いただければ、こちらから支給するという形

になります。毎年これが申請できるわけではな

くてですね、新設された後に３年たてば、また

新たに３万円を、必要な資機材があればです

ね、申請していただければ、それに対する支給

ができるという形になります。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） ３年間の間で３万円と

いうことですか。 

○危機管理課長（松本康祐君） ３万円を既存

のところに支給。申請があって認められて支給

をしたら、次の年にはそのお金はちょっとお渡

しはできないんですけれども、ルールとして、

３年後であれば、またそこで申請が来れば、そ

れに対して３万円の支給はできるという形にな

ります。 

○委員（山本敬晃君） その補助金をですね、

何か申請しようとされてお電話された方が、そ

の申請が何か大変だから、ちょっと書類とか大

変ですよみたいなことを言われて、何かあまり

勧められなかったようなことを言われたと聞い

たんですよね。そういった申請の書類とかって

いうの、何か難しいんですか。いろんな何か提

出書類とかあるんですか。 

○危機管理課主幹兼防災係長（水本慎吾君） 

危機管理課の水本でございます。よろしくお願

いいたします。 

 様式につきましてはですね、自主防災組織活

性化補助金事業の要綱のほうでですね、様式の

ほうが定められておりまして、実際訓練とかで

すね、いろんな講演会活動とかに、何に使うの

かというのをですね、収支のですね、資料をつ

くっていただくとか、それに基づく見積書のほ

うをですね、提出していただくとかですね、そ

の辺が補助金の申請の事務作業になるんですけ

れども、その辺がつくるのが難しいということ
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であればですね、私どものほうもですね、お手

伝いは毎回するようにはしております。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） １０１ページの消防施

設整備事業について、少しお尋ねをしますけ

ど。今回は、新規で井戸の床板改修だとか、防

火水槽の改修だとかというのが内訳にはあると

いうふうに概要のほうで確認できるんですが、

ほかにもですね、八代市内の井戸であったりと

か、防火水槽であったりとかっていう様々な消

防の施設の整備がですね、順番待ちの区域とか

っていうのがあるんじゃないかなというふうに

思うんですね。あと、その整備の進捗率といい

ますかね、あと何件ぐらいストックがあって、

要望が出るたんびに単年度で解決していけてる

もんなのかというの、ちょっとそこら辺伺いた

い。 

○危機管理課長（松本康祐君） 失礼します。

委員おっしゃるとおりに、施設の整備修繕につ

いては、例えば、防火水槽の修繕であるとか、

突き井戸の修繕であるとか、いろいろポンプの

格納庫シャッター取替えとかですね、いろんな

ものがございます。ただ、これについて各消防

団のほうに要望のほうを、毎年ですね、伺っ

て、それを予算のほうに反映させたいというふ

うに考えているんですけれども、ちょっと要望

のほうが７３分団ある関係でかなり多岐にわた

る内容になっておりまして、これは限られた予

算の中でですね、なかなか対応にちょっと苦慮

してるっていうところが正直なところでござい

ます。ただ、その限られた予算の中でですね、

課としても優先順位を決めて、修理に当たって

いるというところなんですが、どうしても待っ

ても待っても御要望に応えられないというとこ

ろはちょっとあるかと思うんですが、そこはち

ょっと大変申し訳ないなというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（村川清則君） 新基準活動服ってあり

ますよね。あれは全国的なものですか。この

間、ちょっと消防団の甥と話しよってですね、

昔ははっぴとズボンとその辺に引っかけとい

て、まあ、サイレンの鳴れば、ぱぱって着がえ

ていきよったと。この基準活動服はちょっとか

っこよかけん、何か緊急性というか、迅速性に

欠くっとじゃなっかて。自分が着られんだった

けん、しよのむかも、（聴取不能）ですが、何

かその辺にはどういう答え、なさいますか。 

○危機管理課長（松本康祐君） 失礼します。

その新基準のですね、服に関しては全国的なも

のでありますし、その動きが全国的に広まって

おります。はっぴのことも確かにおっしゃいま

したけれども、迅速性は確かに認められるんで

すけれども、例えば、夏場にですね、ちょっと

薄着のＴシャツとか半パンのときにはっぴだけ

着てから消火活動に当たるっていう場合にかな

りちょっと危険なところもありますもんですか

ら、今度の新基準に関してはきちんとそういっ

たところもですね、防火性もかなり高くてです

ね、八代市においても、それを全団員のほうに

反映させるという形で、そういうことでしてお

ります。 

 以上になります。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（村川清則君） 了解しました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） 避難行動要支援者関係

事業に関連するかどうかちょっと分かりません

けど、福祉避難所をですね、本市でも整備され

てると思いますけど、設置状況とですね、実際
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その福祉避難所への避難者の方がですね、こう

いった避難行動要支援者の方々が行かれるんじ

ゃないかなという想定はあっとですけど、今、

整備状況等を教えていただければなと思いま

す。 

○危機管理課主幹兼危機管理係長（小林和也

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）危機管理課、小林です。よろしくお願い

いたします。 

 今の福祉避難所につきましては、市で介護保

健の施設と障害者の施設含めまして２３か所協

定を結びまして、登録をさせていただいており

ます。 

 利用状況でございますけども、基本的に福祉

避難所を開設いたしますときは結構な大きな災

害がありまして、災害対策本部を開きまして、

その際に福祉避難所を開設することになってか

ら、対象者の方の聞き取りをさせていただいた

上で入所といいますか、そちらの福祉避難所の

ほうにですね、避難していただくということと

なっておりますので、現状によって、 近、利

用があったか。例えば、昨年はないというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

○委員（堀 徹男君） 今の福祉避難所の件に

ついてなんですけど、いろいろ報道等を含めて

なんですけど、実際ですね、福祉施設側のほう

がいざというときになったときにですね、受入

れが可能かどうかというのが大きな課題になっ

ているというふうにですね、聞いてます。 

 実際のところ、今、利用状況という形で聞い

たんじゃないですけど、実際その状況に陥った

ときですね、本当に受入れが可能なのか、対策

が可能なのかということについてはですね、検

証をしておいていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに御意見ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８号・令和５年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２７分 本会） 

◎議案第１４号・令和５年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１４号・令和５年度八代市ケー

ブルテレビ事業特別会計予算を議題とし、説明

を求めます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） では、引き続

きまして、総務企画部長の稲本でございます。

どうぞ。よろしくお願いいたします。着座にて

説明させていただきます。 

 それでは、議案第１４号・令和５年度八代市

ケーブルテレビ事業特別会計予算につきまし

て、総括を申し上げます。 

 本市のケーブルテレビ事業は、坂本・東陽・

泉地域におけるテレビの難視聴対策及び地域間

の情報格差是正を目的に、平成１６年度から平

成１８年度にかけて順次整備を行い、令和５年

度でサービス開始から２０年目を迎えます。 
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 本事業の運営につきましては、平成２８年度

から指定管理者制度へ移行しており、平成３０

年度までの第１期、令和元年度から令和３年度

までの第２期、令和４年度の第３期に引き続

き、令和５年度もテレビやつしろ株式会社に指

定管理業務の委託を行うこととしております。 

 本事業における大きな課題は、サービス開始

から２０年目を迎え、施設設備や伝送路が老朽

化し、設備の更新時期を迎えていること、ま

た、令和２年７月豪雨災害の影響により、坂本

地区の利用者が減少したことに伴う減収となっ

ていること、さらに昨今のインターネットサー

ビスの超高速化・大容量化への対応が必要とな

っていることなどが上げられます。 

 このような課題を解決するため、令和元年度

から龍峯、日奈久、二見、鏡沿岸部、東陽、

泉、坂本地域と順次進めてまいりました光ブロ

ードバンドの整備が２月２８日に完了いたしま

した。 

 この結果、３月２４日の坂本地域のサービス

開始をもって、市内全域で民間事業者による超

高速インターネットを利用できる環境が整い、

地域間の情報格差が解消されることとなりま

す。また、今後のテレビの難視聴対策といたし

ましては、中長期的な視点に立ち、より効率的

で効果的な放送サービスの在り方を検討した結

果、市がケーブルテレビ施設を再構築し、運営

していくのではなく、光回線を活用した民間事

業者による放送サービスに移行することとし、

後ほど所管事務調査で今後の方針について報告

させていただくこととしております。 

 今後も、地域住民の皆様へ丁寧に説明を行い

ながら、事業を進めていきたいと考えておりま

すので、議員の皆様におかれましても、御理解

と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、総括といたします。詳細につきまして

は、鋤田課長から説明いたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） デジタル推進課、鋤田でござ

います。ただいま、総務企画部長から総括説明

がございましたが、私から予算の内容につきま

して説明をさせていただきます。失礼して着座

にて説明させていただきます。 

 それでは、令和５年度八代市ケーブルテレビ

特別会計予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１４号・令和５年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算でございます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３８９０万６０００円と定めております。 

 次に歳入から順に説明させていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ２、歳入の款１・財産収入、項１・財産運用

収入、目１・財産貸付収入、節１・土地建物貸

付収入の６９万９０００円は、携帯電話事業者

に対し、携帯電話基地局用に伝送路の一部を貸

し付けているものでございます。 

 次の款２・繰入金、項１・目１・節１・一般

会計繰入金では３８２０万５０００円を計上し

ております。 

 次の款３・繰越金の項１・目１・繰越金に１

０００円を計上しております。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 款４・諸収入の項１・目１・雑入に１０００

円ずつを計上しております。 

 続きまして、歳出について説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 款１・項１・ケーブルテレビ事業費、目１・

一般管理費の２１万円は、ケーブルテレビ事務

事業で管理運営審議会及び放送番組審議会の開

催経費等でございます。 

 次の目２・施設維持管理費の節１０・需用費

６００万円は、設備、機器及び伝送路等の修繕

費で、節１２・委託料の２０９１万９０００円

は、指定管理者であるテレビやつしろ株式会社
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への指定管理委託料でございます。 

 次に、款２・項１・公債費の目１・元金１１

５６万６０００円、目２・利子２１万１０００

円は、平成２６年度インターネット通信関連機

器の更改に係る施設整備事業債、平成２７年度

台風１５号に伴う災害復旧事業債及び令和２年

７月豪雨に伴う災害復旧事業債の償還に係るも

のでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４号・令和５年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算は、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３５分 本会） 

◎議案第２１号・財産の処分について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第２１号・財産の処分についてを議題と

し、説明を求めます。 

○財産経営課長（山本浩司君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財産経営課の

山本でございます。よろしくお願いいたしま

す。恐れ入ります。着座しまして説明をさせて

いただきます。ありがとうございます。 

 タブレット端末の議案書の１ページを御覧願

います。 

 議案第２１号・財産の処分についてです。 

 こちらの議案は、東陽町南に所在します７５

００平米余りの市有地につきまして、不動産鑑

定価格により算出しました価格であります２７

２５万７４４１円で、社会福祉法人東泉会に売

却するものでございます。 

 議案書２ページに位置図をお示ししておりま

すが、この市有地は、平成７年度に旧東陽村に

おいて特別養護老人ホームを誘致するために整

備された土地でありまして、平成７年８月１日

から現在まで、社会福祉法人東泉会が運営する

特別養護老人ホームひかわの里の敷地として、

同法人に対して無償貸付を行っているところで

ございます。 

 旧東陽村時代に契約更新を挟んで２０年間の

無償貸付が行われており、その２０年が経過す

る平成２７年度から有償での借受け、または土

地の取得をしていただけないか同法人に検討を

お願いしておりましたが、本年度に入り、同法

人から土地取得をしたいとの返答をいただきま

したことから、土地売買に係る仮契約を取り交

わした上で、今回議案を提出させていただいた

ものでございます。 

 以上で御説明を終わります。御審議よろしく

お願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ちょっと確認させてく

ださい。期限が切れた後に有償化なんとかで期

間がどれぐらいあったんですか。 

○財産経営課長（山本浩司君） すいません、

ちょっと早口でしたので、もう一度申し上げま
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す。 

 平成７年８月１日に旧東陽村で貸付を始めら

れまして、契約更新を途中挟みまして、２０年

間、無償貸付の契約が行われておりました。そ

れが２０年たって、平成２７年度に期間が切れ

るというところで、合併後の八代市のそのとき

の担当から、有償での借受けをしていただけな

いか、あるいは土地の取得をしていただけない

かという検討をお願いしておりました。本年度

に入りまして、お返事をいただけたというとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ２７年に切れたんだけ

ど、今日まで無償で使われてた……。 

○財産経営課長（山本浩司君） ２７年度に２

０年の無償貸付契約が切れた後は、１年間の無

償貸付契約を更新しておりました。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２１号・財産の処分については、可決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第２２号・熊本県市町村総合事務組合の

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更に

ついて 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第２２

号・熊本県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の変更及び規約の一部変更についてを議題

とし、説明を求めます。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課か

ら引き続き御説明申し上げます。失礼しまして

着座しまして説明させていただきます。ありが

とうございます。 

 タブレット端末の議案書の３ページを御覧願

います。 

 議案第２２号・熊本県市町村総合事務組合の

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更に

ついてです。 

 こちらの議案は、本市も構成団体となってお

ります熊本県市町村総合事務組合におきまし

て、共同処理をする事務の一つとなっておりま

す交通災害見舞金に関する事務から、令和５年

６月３０日をもって玉名市が脱退することに伴

い、組合において共同処理する事務の変更及び

規約の一部変更について、地方自治法第２９０

条の規定により、構成団体の同文議決を求める

ものでございます。 

 以上で御説明を終わります。御審議よろしく

お願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２２号・熊本県市町村総合事務組合の

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま
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す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後２時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４２分 本会） 

◎議案第２６号・八代市職員の服務の宣誓に関

する条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２６号・八代市職員の服務の宣

誓に関する条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○人事課長補佐（元村純子君） 人事課の元村

でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第２６号・八代市職員の服務の宣誓に関

する条例の一部改正について御説明をさせてい

ただきます。座ってさせていただきます。 

 議案書は１３ページでございます。また、議

案書と別に配付しております、右肩に議案第２

６号関係資料と記載されているものを使って説

明をさせていただきます。 

 まず、１、改正の趣旨でございますが、国家

公務員の服務の宣誓の取扱いに準じまして、書

面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結で

きるように見直すため、八代市職員の服務の宣

誓に関する条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 次に、２、改正の内容について御説明いたし

ます。 

 職員の服務の宣誓について、任命権者又はそ

の指定する職員の面前で宣誓書に署名しなけれ

ばならないとする規定を、宣誓書に署名し、任

命権者に提出することのみを規定するととも

に、宣誓書の様式について押印を廃止した形と

するものでございます。 

 現在は、すいません、こちらの服務の宣誓書

の用紙、こちらに人事課職員の面前で日付と署

名と押印をさせておりますが、見直し後は押印

を廃止いたしまして、宣誓書の用紙に署名のみ

をする方法と、あとタブレットを活用いたしま

して、電子申請により入力していただき、署名

もタブレットの画面上で行える方法を追加する

ものとしております。 

 後に３、施行日でございますが、令和５年

４月１日としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（髙山正夫君） １点。今、タブレット

と書面ということで、何で２つ分けなんとか

な。どっちかというわけいかん。タブレットだ

けとか。（｢うん、なるほど」と呼ぶ者あり） 

○人事課長補佐（元村純子君） 基本的には、

職員のほうはタブレットで電子署名でと考えて

おりますが、紙での申請の方法も万が一のため

に残しておこうということで、両方使える方法

で考えております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） デジタルでつくられ

た、そのデータというのはどんな感じで保存さ

れていくんですか。紙はとじていかれるんでし

ょうけど。 

○人事課長補佐（元村純子君） ＰＤＦといた

しまして、電子のほうで保存をしていきたいと

考えております。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２６号・八代市職員の服務の宣誓に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４７分 本会） 

◎議案第２７号・八代市庁舎建設基金条例の廃

止について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２７号・八代市庁舎建設基金条

例の廃止についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） 新庁舎建

設課の豊田でございます。本日はよろしくお願

いします。恐れ入りますが、着座にて説明させ

ていただきます。 

 それでは、議案２７号・八代市庁舎建設基金

条例の廃止について説明をさせていただきま

す。 

 まず、議案書１５ページ、１６ページをお願

いします。また、詳細につきましては、別紙右

肩に令和５年３月１５日総務委員会、議案第２

７号、新庁舎建設課と記載された資料を使って

説明させていただきます。 

 まず、八代市庁舎建設基金条例でございます

が、市庁舎の建設に要する経費の財源に充てる

ことを目的に、平成２６年３月２８日に公布、

同年４月１日に施行し、これまで運用を行って

まいりました。 

 次に、当該基金条例を廃止する理由でござい

ますが、新庁舎建設に関する工事が今年度実施

しております外構工事の完了をもって終了する

ことから、市庁舎の建設に要する経費の財源に

充てるためとする設置目的を終えたため、廃止

するものでございます。 

 後に、これまでの運用状況としまして、表

①の積立金が１３億２６００万８１８０円、表

②利子収入額が１２２６万３４０８円、表①と

②を合わせました積立て合計が１３億３２３３

万１５８８円となります。このうち、表③の１

億９６５７万６０００円については、過年度に

おいて、既に新庁舎建設の財源として充当をし

ております。したがって、令和５年３月末時点

で積立て残高は表①と②の合計から③を差し引

いた④の１１億３５７５万５５８８円となって

おります。 

 今後の基金残高の取扱いについてですが、全

額を八代市減債基金へ積立て、新庁舎建設に係

る市債償還に充当する予定としております。 

 後に、当該条例の廃止にかかる施行期日は

令和５年４月１日となっております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 意見がなければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第２７号・八代市庁舎建設基金条例の廃

止については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後２時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５１分 本会） 

◎議案第２８号・八代市公平委員会の委員の服

務の宣誓に関する条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２８号・八代市公平委員会の委

員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○選挙管理委員会事務局長（公平委員会事務局

長併任）（西村一章君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）選挙管理

委員会事務局及び公平委員会事務局併任、西村

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。恐れ入りますけれども、着座にて説明させ

ていただきます。 

 議案第２８号・八代市公平委員会の委員の服

務の宣誓に関する条例の一部改正について説明

をさせていただきます。 

 議案書は１７ページからになります。また、

説明につきましては、議案書と別に配付してお

ります資料、右肩に令和５年３月１５日

（水）、総務委員会、議案第２８号、選挙管理

委員会事務局を使って説明させていただきま

す。 

 まず、改正の理由につきましては、公平委員

会委員の服務につきましては、地方公務員法第

９条の２第１２項の規定により、職員の服務に

準ずることから、先ほどの議案第２６号・八代

市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正に

伴い、公平委員会の委員の服務の宣誓に関する

条例についても同様の改正を行うものでござい

ます。 

 改正の内容につきましては、新旧表のとお

り、対面による服務の宣誓の見直しを行うとと

もに、宣誓書への押印を廃止するものでござい

ます。 

 以上で説明は終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２８号・八代市公平委員会の委員の服

務の宣誓に関する条例の一部改正については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退室願います。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、本委員会に付

託となっている請願・陳情はありませんが、郵

送等にて届いております要望書などにつきまし

ては、写しをお手元に配付しておりますので、

御一読いただきたいと存じます。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

しました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 
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 小会いたします。 

（午後２時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５６分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して３件、執行部から発言の申出があ

っておりますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和５年度組織機構再編の概要） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、まず、令

和５年度組織機構再編の概要について説明を願

います。 

○人事課長補佐（元村純子君） 人事課の元村

でございます。よろしくお願いいたします。 

 所管事務調査、令和５年度組織機構再編につ

いて御説明させていただきます。着座にて説明

させていただきます。 

 資料、令和５年度組織機構再編の概要、こち

らを御覧ください。こちらに沿って説明をさせ

ていただきます。 

 令和５年度の組織再編につきましては、あら

たな行政課題や市民ニーズに対応するととも

に、効率的かつ効果的な組織機構を構築するた

め、課の廃止及び移管、係の新設を予定してお

ります。 

 まず、建設部におきまして、１、新庁舎建設

課の廃止及び災害復旧課の移管を行います。 

 新庁舎建設課については、新庁舎建設事業の

完了に伴い、建設部新庁舎建設課を廃止するも

のです。また、災害復旧課については、本庁組

織として坂本支所庁舎内に設置しております

が、支所組織の再編による支所長の権限等の見

直しに伴い、建設部から総務企画部坂本支所に

移管するものです。 

 次に、２、係の新設を行うものとして、観

光・クルーズ振興課において、ふるさと納税推

進係を新たに設置するものとしております。こ

ちらは、ふるさと納税に係る事業をさらに推進

するため、専門の係を設置し、体制を強化する

ものです。 

 また、このほか、３、支所組織の再編がござ

いますが、支所組織の再編については、令和４

年１２月１５日付、本委員会所管事務調査で報

告しておりますことから、今回説明は割愛いた

しますが、坂本支所の組織内容に先ほど御説明

した災害復旧課が追記されております。 

 以上、令和５年度の組織機構再編の説明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。ありませんでし

ょうか。 

○委員（堀 徹男君） 新庁舎建設課が廃止さ

れた分、メンバーは散っていくという、あれで

いいんですかね。この災害復旧課とか。 

○人事課長補佐（元村純子君） 今、配置して

おります４名につきましては、４月１日の人事

異動で別の課のほうに異動することとなるかと

思います。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で令

和５年度組織機構再編の概要を終了します。 
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 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時００分 本会） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（坂本地域におけるケーブルテレビインターネ

ットサービスの終了方針について） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、坂本地域におけるケーブルテレビイン

ターネットサービスの終了方針について説明を

願います。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） デジタル推進課、鋤田でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 坂本地域におけるケーブルテレビインターネ

ットサービスの終了方針について説明をさせて

いただきます。失礼して着座にて説明させてい

ただきます。 

 資料につきましては、坂本地域におけるケー

ブルテレビインターネットサービスの終了方針

についての資料をお願いいたします。 

 まず、資料の１ページを御覧ください。 

 まず、経緯でございますが、八代市のケーブ

ルテレビは、平成１６年度より中山間地域であ

る東陽・泉・坂本地域において、テレビ放送の

難視聴対策として事業化されております。ま

た、同地域は当時、民間事業者による高速通信

網──当時はＡＤＳＬなどのインターネット回

線が整備される見込みがなかったことから、そ

れぞれの地域が整備をしたケーブルテレビの回

線を利用して、インターネットサービスを提供

してきており、それが現在の本市のケーブルテ

レビ事業に引き継がれております。 

 さらに平成２８年度からは、ケーブルテレビ

事業は、指定管理者制度を導入しておりまし

て、テレビやつしろ株式会社が指定管理者とし

て、民間のノウハウを生かしながら、管理・運

営を行っていただいております。 

 また、本市では、令和元年度から新たに光ブ

ロードバンドの整備事業を開始し、東陽・泉地

域においては令和３年６月１８日から、光ブロ

ードバンドを活用した民間のインターネットサ

ービスが利用可能となったことから、昨年３月

の定例会の総務委員会で御説明しましたとお

り、本年度末をもって、本市が提供しておりま

すケーブルテレビインターネットサービスを終

了することとしております。 

 さらに、坂本地域につきましても、令和５年

２月末をもって光ブロードバンド整備事業が完

了しており、今月２４日から光ブロードバンド

を活用した民間によるインターネットサービス

の提供が開始される予定となっております。 

 したがいまして、下段の方針のとおり、坂本

地域につきましても、令和６年３月末──令和

５年度末をもって、本市が提供するケーブルテ

レビによるインターネットサービスを終了する

こととしたいと考えております。 

 資料２ページを御覧ください。 

 サービスの終了の理由としましては、光ブロ

ードバンドの整備が完了することにより、地域

間の情報格差は解消されることとなり、これま

でのケーブルテレビによるインターネットサー

ビスの必要性がなくなることとなります。 

 ②平成３０年度の八代市ケーブルテレビ管理

運営審議会において、民間の光インターネット

サービスが供給開始されれば、これまでのケー

ブルテレビによるインターネットを終了するこ

ととの答申を受けております。 

 ③東陽・泉地域の移行状況のように、民間の

光ブロードバンドサービスへの移行が進むこと

で、ケーブルテレビインターネットの利用者が

大幅に減少いたします。これらの状況を踏まえ

て終了することとしております。 

 また、坂本地域の皆様への説明につきまして

は、本３月定例会終了後に、市政協力員例会で

説明を行った後、支所だよりやケーブルテレビ
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の行政放送、また利用世帯への個別のお知らせ

などを行いながらですね、要望等があれば、地

元説明会を開催するなど、丁寧な周知、説明を

行ってまいります。 

 坂本地域におけるケーブルテレビインターネ

ットサービスの終了方針については、説明は以

上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（村川清則君） 東陽・泉地域ではどん

なですか、光ブロードバンドへの移行というの

は。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） 移行状況としましては９３％

といった状況です。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（村川清則君） 申込み数がそんだけと

いうことですか。もう完了した……。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） 申込み及び完了というところ

で９３％ですね。残りの７％の方々につきまし

ては、光ブロードバンドに移行されないか、も

しくはこの後、光ブロードバンドに移行される

かといったところになります。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） すいません。自分ちに

ケーブルテレビがないんで、その意味があんま

り分からんとです。テレビは見れるんですよ

ね、十分、今まで。インターネットだけは別に

してくださいよっていうだけですかね。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） おっしゃるとおり、テレビは

これまでどおりケーブルテレビを御覧いただく

と。インターネットにつきましては、民間の光

ブロードバンドのサービスを御利用くださいと

いうことになります。 

○委員（堀 徹男君） この参考の資料により

ますと、利用料金が光にしたら倍になってるじ

ゃないですか、ほぼほぼ。通信速度がえらい何

十倍ってお得なんでしょうけど、苦情みたいの

なかったですか。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） そうですね、明確にこれに関

して、そういった苦情等は特に把握はしており

ません。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で坂

本地域におけるケーブルテレビインターネット

サービスの終了についてを終了します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（八代市ケーブルテレビ事業の今後の方針につ

いて） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、八代市ケーブ

ルテレビ事業の今後の方針について説明を願い

ます。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） 引き続き、デジタル推進課、

鋤田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 八代市ケーブルテレビ事業の今後の方針につ

いて説明をさせていただきます。失礼して着座

にて説明させていただきます。 

 資料につきましては、八代市ケーブルテレビ

事業の今後の方針についてで御覧いただきたい

と思います。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、現状でございますけれども、先ほど説

明いたしましたように、本市のケーブルテレビ

は、平成１６年度より中山間地域である東陽・

泉・坂本地域において、テレビ放送の難視聴対

策として事業化され、現在、指定管理者制度を
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導入し、運営を行っております。 

 また、事業開始から１９年が経過し、ケーブ

ルテレビセンター内の設備や屋外ケーブルの老

朽化が進み、設備によっては機器の製造が終了

しているものがあるなど、今後ですね、安定的

なサービスを提供するためには、新たな放送設

備の整備が必要な状況となっております。この

ような現状を踏まえまして、今後の方針を決定

いたしました。 

 資料２ページ、２、八代市ケーブルテレビ事

業の今後の方針をお願いいたします。 

 当該地域におきましては、令和５年２月末を

もって光ブロードバンド網の整備が完了しまし

たことから、この光回線を利用することによ

り、民間放送事業者がテレビ放送サービスを提

供することが可能となりました。 

 このことから、今後のですね、条件不利地域

における難視聴対策としてのテレビ放送につい

ては、市が老朽化したケーブルテレビ設備の更

新及び光ケーブルの張り替えを行い運営してい

くのではなく、既に整備済みの光回線を利用し

た民間放送事業者によるテレビ放送サービスに

移行したほうが、更新期間や費用面において有

利であると判断をいたしました。 

 しかしながら、新放送サービスを実施するた

めには、多額の設備投資が必要であり、利用世

帯が少ない当該地域では採算面で事業化が難し

い状況であることから、市が応分の負担を行

い、民間放送事業者の参入を支援したいと考え

ております。 

 また、新放送サービスの利用料金について

は、利用者の負担が増えないよう同額程度にし

たいと考えております。 

 そして、新放送サービスへの移行が完了した

後は、八代市ケーブルテレビ事業は終了するこ

ととしております。 

 なお、本方針につきましては、八代市ケーブ

ルテレビ管理運営審議会に諮問・答申を行い、

決定したものでございます。 

 下段の３、新放送サービス整備スケジュール

予定を御覧ください。 

 令和５年度に放送事業者の公募・選定を行

い、映像設備の構築が行われていく予定として

おります。あわせまして、各地域での新放送サ

ービスに関する住民説明会を開催し、丁寧に説

明を行ってまいります。 

 映像設備の構築が完了した後、令和６年９月

頃から約２５００世帯への引込み・宅内工事を

行いながら、順次サービスの移行を行い、令和

８年度末までに新放送サービスへの移行を完了

させる計画としております。また、これに伴

い、ケーブルテレビ事業は令和８年度をもって

終了し、令和９年度以降に現在の設備の撤去等

を行っていく予定としております。 

 資料３ページの４の整備概要を御覧くださ

い。 

 上段が現行のケーブルテレビによる放送サー

ビスイメージ図になります。放送事業者は八代

市、伝送路、設備維持管理も八代市で、現在は

指定管理で運営をしております。 

 下段が新放送サービスのイメージ図になりま

す。放送事業者は、民間放送事業者となり、伝

送路としてはＮＴＴ西日本の光回線を利用し、

サービスを提供することとなります。放送設備

としましては、新たに図中①の映像伝送装置を

整備するとともに、②で示しております各家庭

への引込み・宅内工事が必要となります。この

①と②の設備構築費４億１３４０万を上限とし

て、市が支援することとしており、令和５年度

の債務負担行為で計上をさせていただいており

ます。 

 八代市ケーブルテレビ事業の今後の方針につ

いての説明は以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 初期のインフラ整備に



 

－48－

４億１３４０万は応分の負担をしましょうと。

その後、整備が済んだ後にもやっぱり回線の維

持だったりとかって、業者の負担でされるんで

すかね。新たに市でまた負担金が発生するとか

っていうのもあるんですかね。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） その後の放送の維持運営に発

生してくるのは見込まれます。金額的にまだ、

今後調整が必要ということになりますけれど

も、やはり利用者負担分を抑えるために、ある

程度その分の市からの支援というのは必要な状

況でございます。 

○委員（堀 徹男君） 利用者負担ね。 

 もう一点。今後のですよ、人口増加が大幅に

見込める地域ではないというふうに見込むんで

すけど、ある程度のサービス提供には、 低の

利用者数みたいなのが業者さんにもあると思う

んですよね。どこまでその業者さんの体力でサ

ービスが提供し続けられるのかというのもです

ね、あるんじゃないかなと思うんですよね。そ

うなってくると、市の応分の負担というのがま

た発生してくるんじゃないかなと。そこの見積

りというのはどんなふうにされてますか。ま

だ、そこまで行ってないのかな。 

○デジタル推進課長（政策審議監担当兼務）

（鋤田敦信君） 現段階ではですね、具体的な

数字というのは、はっきりとまだあれですけど

も、やはり一定期間、そこをしっかりと運営で

きる事業者を公募選定するというところで、ま

ず、やりたいというところです。そこはもう責

任持って運営していただくと。もし仮に、そこ

で体力がなくなった場合は、市がまた直接運営

をするという方法が必要になってくる可能性も

ございますが、取りあえずは、そこを一定の期

間はしっかりと運営できる事業者を公募選定し

ていくというところで考えてるところです。 

○委員（堀 徹男君） はい、分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で八

代市ケーブルテレビ事業の今後の方針について

を終了いたします。 

 執行部は退室願います。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申出をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了しまし

た。これをもって総務委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時１６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和５年３月１５日 

総務委員会 

委 員 長 
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